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1030 1030101 外国人看護師の就労制
限の撤廃

現行法令上、「入国審査官は、・・・当該外国人が次の各
号に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうか審査
しなければならない」（出入国管理及び難民認定法第7条）
として、「三　申請人が保健師、助産師、看護師又は准看
護師としての業務に従事しようとする場合には、保健師助
産師看護師学校養成所指定規則第1条第1項に規定する学
校、養成所又は准看護師養成所を卒業又は修了後4年以内の
期間中に研修として業務を行うこと」（同法省令）とあ
り、外国人が日本の看護師資格を取得した場合、4年間のみ
の研修としての業務以外は認められていないが、特区にお
いては、この制限を撤廃し、海外における看護師資格の取
得者については、就労ビザ（医療）を発給し、更新可能な
１年又は３年の就労資格を与えるものとする。

海外からの優秀な介護・看護人材の育成・受入に関する規制の緩和により、
東南アジア諸国において現地の人材を対象とした介護・看護教育と日本語教
育を通じて、日本語によるコミュニケ-ションが可能な介護・看護資格取得者
を育成し、その人材を日本国内に受け入れ、介護スタッフまたは看護師とし
て当社の介護施設やその他の介護施設・病院等への派遣を行うことを可能に
する。これにより、少子高齢化に伴う介護・看護人材の不足の解消を図る。

高齢化に伴い介護や医療への需要は増大しつつあるが、少子化に伴い労働人口
は減少しつつあり、殊に介護・看護分野においてはその労働力不足が顕著なも
のとなることが予想される。
一方、北米をはじめとする諸外国においては、フィリピンをはじめとする東ア
ジア諸国から、多くの優秀な介護・看護人材を受け入れており、それは既に一
般化している。
しかし、現在、日本国内で看護師として入国し、看護業務に従事するために
は、日本の看護学校を卒業し、日本の看護師資格を取得しなければならない。
今後、日本国内の労働人口が減少を考えると、海外からの労働力を受け入れ、
介護・看護人材の不足を補填する必要性は極めて高い。そのために、①日本の
看護師資格と同等以上と認めることができる場合には、②日本語によるコミュ
ニケーション能力を前提として、海外の看護師資格取得者についても入国及び
就労を容認することが不可欠であると考える。
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海外からの優秀な介護・看護人材の育成・受入
に関する規制の緩和により、東南アジア諸国に
おいて現地の人材を対象とした介護・看護教育と
日本語教育を通じて、日本語によるコミュニケ-
ションが可能な介護・看護資格取得者を育成し、
その人材を日本国内に受け入れ、介護スタッフま
たは看護師として当社の介護施設やその他の介
護施設・病院等への派遣を行うことを可能にす
る。これにより、少子高齢化に伴う介護・看護人
材の不足の解消を図る。

1038 10381021 外国人看護師の就労制
限の撤廃

・外国（日本の看護師レベル相当以上の国と厚生労働省が
認めた国のみ）で日本の看護師資格に相当する資格を得た
者に対する「医療」の就労できる在留資格の取得

・外国人看護師に対し設定されている研修期間制限の緩和
（在留期間を更新が不可能な４年間から更新可能な１年又
は３年に変更）

資格の相互認証が認められれば、弊社が海外で看護師資格を有しているもの
を募集し、選抜を経て来日（ビザは更新可能な１年又は３年の在留期間を持
つ看護師向けの医療ビザ）する。一定期間の日本語等教育、日本医療習慣等
の外国人向けの研修と一般派遣前研修を経て、派遣先へ派遣される。

①就労開始までの間に時間を要することは、それだけ派遣実施までにかなりの
時間を費やすことになる。派遣には迅速な対応が必要である。外国人の受け入
れに対する煩雑な手続きが一部省略できる。③日本において就労経験を有しか
つ日本での就労意欲がある外国人看護師については、在留期間を現状４年間か
ら延長可能な在留資格とすべき。彼/彼女らは、我が国の医療を下支えに寄与
していると思われ、その有効かつ適切な活用をしていく選択肢を作るべき。④
ビジネスの観点から、実際の業務に就くまで、派遣先から認められるまでは、
かなりの時間と費用が先行投資が必要。その費用等を回収しビジネスとして
回っていくためには４年程度の就労期間では不可能でありこれを改めるべき。
⑤規制緩和により長期的な活動が可になれば、スタッフの業務面だけでなく、
両国間の文化交流の深耕による友好関係の更なる向上等の文化面についてもそ
の効果を見込める。⑥外国人看護師の質について、最近では、東アジア地域で
も医療について学問的にも、技術的にも従来よりかなりレベルが向上している
と考えられ、日本と比べてみても遜色はないと考えられる。例えば既にフィリ
ピンでは2002年度で総計12，000人以上の看護師がサウジアラビアや英国等の
各国で就労している実績があり、これだけの実績を上げるにはそれなりの看護
レベルを保持していないと不可能と思われる。よって同国の看護師レベルでは
日本においても対応することは充分可能。⑦将来的にはＥＵのドイツと英国の
ような相互認証をとるかたちで看護業務を行なうことを許可し、世界規模での
看護師の派遣が実現できるようにお願いしたい。少なくとも１年未満の研修を
経て看護師資格を付与する、若しくは、准看護師相当の資格（正看護師への一
定期間後の受験を義務づける）を付与するといった多様な外国人看護師育成の
ための設計をお願いしたい。
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弊社は医療・福祉分野に特化した人材派遣会
社。今後益々進展していく少子高齢化の中で弊
社をご利用頂いている病院・介護施設が少なくと
も一時的な看護師不足に悩まされているケース
が多く、職員の過剰労働で対応されているケース
もある。弊社はそこをビジネスチャンスと捉え現
在国内で行っている「トラベリングナース」モデル
を東アジアに展開することにより東アジアで看護
師資格を持ち弊社と今後提携する病院に勤務す
る優秀な外国人看護師を日本語や日本医療プラ
クティスの事前研修を行い、希望する病院・介護
施設に１年程度派遣する。このための規制緩和
をお願いしたい。これには入管の迅速な手続き
や看護師法等の規制緩和が必要不可欠となる。

1043 10431011 外国人看護師の就労制
限の撤廃

現在、外国人が日本で看護師として就労するためには、厚
生労働大臣等の指定する看護学校で入学・卒業し、国家試
験に合格しなければならない。また、合格後に日本の医療
機関で就労する場合も研修目的で４年間限りの在留期間し
か認められていない。

特例措置によって、自国の看護師資格を有し、一定の実務
経験と日本語能力があると認められた者については、日本
の看護専門学校の最終学年（３年次）を修了すれば看護師
国家試験の受験資格を与えることとし、当該資格取得後に
更新可能な在留資格（「医療」）を付与するものとする。

1.海外の提携病院等において募集を行い、応募した外国人看護師を書類選考
等で選抜する。（編入資格については代替措置の欄参照）
2.当院併設の麻生医療福祉専門学校看護科（3年課程）の3年に編入し、教育
研修を実施する。（2名程度を想定）
3.看護師国家試験を受験。合格した場合は麻生飯塚病院にて就労、不合格の
場合は帰国させる。

本プロジェクトは首都圏に較べて高い高齢化率を持つ地域の特定病院（麻生飯
塚病院等）で外国人看護師を試験的に受け入れることで、将来的な看護師不足
に対応する礎となることを内容・目的としている。特区では、就労経験を持つ
外国人看護師に対して、自前の看護師養成学校の最終学年への編入と日本の看
護師国家試験に合格すること等を条件として、日本人と同等な看護師資格と更
新可能な在留資格を付与する規制緩和を行う。資格取得後は特定病院において
就労する。これによって、特定病院において外国人の受入のノウハウを蓄積す
ることになり、将来の少子化による看護師不足対策及び今後の国際化の進展に
よって外国人向け医療の拡充に貢献する。
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本プロジェクトは首都圏に較べて高い高齢化率
を持つ地域の特定病院（麻生飯塚病院等）で外
国人看護師を試験的に受け入れることで、将来
的な看護師不足に対応する礎となることを内容・
目的としている。特区では、就労経験を持つ外国
人看護師に対して、自前の看護師養成学校の最
終学年への編入と日本の看護師国家試験に合
格すること等を条件として、日本人と同等な看護
師資格と更新可能な在留資格を付与する規制緩
和を行う。資格取得後は特定病院において就労
する。これによって、特定病院において外国人の
受入のノウハウを蓄積することになり、将来の少
子化による看護師不足対策及び今後の国際化
の進展によって外国人向け医療の拡充に貢献す
る。

1045 10451011 外国人看護師の就労制
限の撤廃

フィリピン人看護師有資格者については、看護師国家試験
を合格した等との条件によって、日本の看護師資格を付与
する。もって現行の研修目的の４年限りの条件は撤廃す
る。
また、看護師国家試験の受験要件については、日本と相当
と認められるフィリピンの看護学部（大学相当）を卒業し
たもの、フィリピンの看護師資格を有することを必要十分
な条件として日本の看護師国家資格の受験資格を付与す
る。もって現行の日本の看護師養成学校等を卒業する要件
は撤廃する。

本プロジェクトの具体的な内容は、受け入れ先の病院は仙齢会の病院である
はりまクリニック、はりま病院、及び、いなみ野病院として、フィリピン人
看護師の現地での選抜、日本語等学習支援、日本での日本語等学習支援や生
活補助を行う。将来的に増える可能性はあるが、当面は２名程度のフィリピ
ン人看護師の受入準備を２００６年前後から開始したい。

・ 本プロジェクトは、少子高齢化が急速に進む日本で医療人材が不足し高齢
者向け医療が増加することに対する日本国政府の医療人材の確保への対応は不
十分であり、医療への外国人人材の受け入れを通して国の医療人材の確保の対
策を補うことを目的とする。その一里塚としてＦＴＡ交渉においてフィリピン
から要望を受けているフィリピン人看護師を試験的に受け入れる。
・また当会は過去にフィリピン人看護師２名を育成プロジェクトに関与してお
り、日本語学校留学から、専門学校の受験、国家試験の受験、４年限りの就労
先の病院としてその現場を見てきており、受け入れ経験が蓄積されている。今
後受け入れが進む場合は、受け入れ対象病院に相応しい。
・ 現在外国人看護師有資格者は日本の看護学校を卒業しなければ日本の看護
師国家試験を受験する資格が与えられないが、海外で日本と相当と認められる
看護師資格を保有する者に受験資格を与えるべきであり、研修期間４年の制限
も撤廃する。これは、フィリピン人看護師の選択の幅を広げることにも繋がる
ばかりでなく、日本で看護師試験を受験する労苦を考慮すると、日本人と外国
人の就労機会における公平性といった観点から規制緩和すべきである。
・ 本プロジェクトの具体的な内容は、受け入れ先の病院は仙齢会の病院であ
るはりまクリニック、はりま病院、及び、いなみ野病院とし、フィリピン人看
護師の現地での選抜、日本での日本語学習支援や生活補助を行う。将来的に増
える可能性はあるが、当面は２名程度のフィリピン人看護師の受入準備を２０
０６年前後から開始したい。

兵庫県
特定医療
法人社団
仙齢会

医療へのフィリピン人
看護師の受け入れ促
進

少子高齢化が急速に進む日本において、医療人
材が不足し医療が高度化する中で、近い未来に
医療を担う人材が足りるのか強い懸念を有して
いる。本プロジェクトは国が推進する医療人材の
確保を補うことが目的であり、その一里塚としてＦ
ＴＡ交渉においてフィリピンから要望を受けている
フィリピン人看護師を試験的に受け入れることを
その内容とする。
当会は過去にフィリピン人看護師２名を育成した
経験を有し、プロジェクトが不要な規制によって
様々な艱難を受けてきた経験を有する。そのよう
な経験から日本の看護師試験を合格すれば日
本人と同等の看護師資格を与える道を開くべき
であり、研修期間４年制限（再就労不可）も撤廃
をすべきと考える。
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1062 10621011 外国人看護師の就労制
限の撤廃

日本人看護師の就労環境の確保、コミュニュケーションミ
スによるヒアリハットの防止といった観点から現在外国人
が看護師になることに不必要に高いハードルを設けてい
る。しかしながら、今後の少子高齢化及び国際化の流れの
中、外国人も高い専門性と技能を有するとみなされる者に
限り、日本の看護師国家資格の取得を条件に日本での就労
が可能となる特例措置を講ずるべき。具体的には、
①現在、外国人看護師は、日本の看護師国家資格を取得し
ても研修目的として４年のみの就労に限られているが、こ
の期間制限を撤廃し在留資格の更新が可能なようにする。
②現行制度では、日本の看護師国家資格の取得には、日本
の看護師養成校を卒業する必要があるが、フィリピンの看
護師資格保有者に限り、日本の看護師国家試験の受験資格
を与える。

ベトナム人看護師の受け入れで培った経験を生かし、日本とフィリピンとの
ＦＴＡ交渉でもフィリピン側要望で取り上げられているフィリピン人看護師
の日本における就労を当病院で実施する。

（具体的な事業の内容）
１．フィリピン人看護師は、４年制大学を卒業した者が対象。
２．現地で必要となるリクルートから日本語教育等は、ＡＨＰネットワーク
協同組合に委託する。なおAHPが実施したベトナム人看護師育成のケースでは
現地で１７ヶ月をかけて教育し日本語検定２級を取得している。
３．ＡＨＰが実施する日本語教育を履修し、卒業試験、面接等によるチェッ
クを行い、訪日のための在留資格「医療」を与える。
４．また、フィリピンの就学期間は日本の看護学校卒より１年短いため、同
カリキュラムを履修することで、日本の看護学校卒業と同等以上の知識及び
技能を有すると認める。
５．日本において看護師国家試験に合格（３月）した後は、４月以降、実際
の勤務を当病院にてＯＪＴから開始し、特に勤務に十分なコミュニケーショ
ン能力を備えるまでの間は、看護助手として勤務する。日本語を苦手とする
外国人患者に対する通訳兼医療相談員としても有効活用できるメリットがあ
る。

　我が国は、少子高齢社会と世界一の長寿社会に突入している。社会保障費用
は、80兆円と国家予算に匹敵している。そのような中、年金ばかりでなく、医
療や介護の現場で将来、出生率1．29の現状で高齢者を誰が、看護、介護する
のか今から検討する必要がある。一方、我が国は資源をもたない国であり、誇
れるものは、優秀な人材とその知恵から創造される、さまざまな商工業製品で
ある。ＦＴＡ交渉は、世界経済の中で日本が率先して成功させねばならない分
野である。このように、日本の将来の人口動態と経済構造をマクロで眺めた
時、外国人の優秀なプロフェッショナルを我が国で活用することは、我が国に
とって大きな利益であり、また、国際的な人材交流の観点からは大いにアセア
ンに貢献できるものと確信する。当病院は、ＡＨＰ協同組合が平成６年から国
際貢献の一環として実施してきた「ベトナム人看護師養成支援事業」に協力
し、これまで数名のベトナム人看護師を当病院で実際に看護師として受け入れ
てきた。残念ながら、同支援事業は規制をクリアするために莫大な経費を要し
たことなどから第８期生をもって新規募集を今年打ち切ったが、これは、「日
本の看護師学校養成所を卒業し、日本の看護師免許を取得した外国人は、医療
の在留資格を取得しても、４年間の研修として業務に従事することができる」
旨の厚労省通達が存在しているからである。これまで、ベトナム人看護師達
は、まず、日本の看護師養成校の入学資格である「日本語２級」を取得するた
めにハノイで１７ヶ月間、集中的に日本語を学習し、外国人人数制限の範囲内
で看護専門学校に入学し、日本人と同様に日本の看護学校に３年通い、日本の
国家試験を日本語でパスしているにも関わらず、上記通達によって、４年間し
か日本での就労が認められず、ビザを更新することが許されないままベトナム
に帰国せざるを得ない

千葉県

医療法人
弘仁会　板
倉病院　理
事長　梶原
優

船橋市における医療
の国際化に向けた外
国人看護師活用構想

我が国は少子高齢社会と世界一の長寿社会に
突入し、社会保障費用は80兆円と国家予算に匹
敵する中、出生率1．29の現状で高齢者を誰が、
看護、介護するのかの対応に迫られている。国
際的な人の移動が進む中、当病院は厳しい規制
の中でベトナム人看護師を受入れてきた。今後、
フィリピン人看護師を受入れるに際し、日本の看
護師国家資格を取得しても４年限りの就労制限
期間の撤廃と、フィリピンの看護師資格保有者に
日本の看護師国家試験の受験資格を与えること
を特区で要求する。船橋市は人口５６万人のうち
９８００人の外国人が居住しており、日本語を苦
手とする外国人患者に対する通訳兼医療相談員
のニーズがある。

。一方、現在、ＦＴＡ交渉にてフィリピンからも看護師・介護労働者の受け入
れが要請されていると報道で取り上げられており、日本の看護師国家資格を日
本語でパスした外国人は明らかに専門労働者であり、「専門労働者は積極的に
受け入れる」という日本の入管政策にも合致する。フィリピン人看護師は、４
年制大学を卒業し、米国のカリキュラムに準拠していることから、多数のフィ
リピン人看護師が就労する英、米、中東でも優秀と評判が高い。現地で必要と
なるリクルートから日本語教育等は、ＡＨＰネットワーク協同組合に委託す
る。しかも、フィリピンの場合はベトナムのケースと異なり、既に現地の大学
で看護師になるために４年間の学習を経て看護師資格を取得し、かつ日本語を
学習した上で日本に来るので、再度日本で３年間も看護学校に通うのは明らか
に重複する。日本とフィリピンの科目内容をチェックし、日本で補講や実習が
必要な場合には、夜学等就労しながら学習できるようなシステムが必要であ
る。また、日本語の習得にはＯＤＡを活用し、現地に日本語講師を派遣したり
日本の看護学校で教える内容を現地で教育できる専門家を派遣し、日本の国家
試験対策に備えるための支援を行うことは、優秀ではあるが資金的余裕のない
フィリピン人看護学生にも門戸を広げることにもつながる。また、当病院のあ
る船橋市には人口５６万人のうち９８００人の外国人が居住しており、日本語
があまり上手くない外国人患者に対しては、これまでボランティアによる通訳
を介して対応している。しかし、医療の専門用語までは分からないため、日本
語、外国語双方の医療用語が話せる人材のニーズは高まる一方である。

1100 11001011 外国人看護師の就労制
限の撤廃

外国人看護師に対しては現在研修目的の４年間限りの就労
が認められているが、更新可能なビザに改める。
またフィリピンの看護師資格を条件として一定期間の日本
語教育を経たものに対して、ビザ（医療）を発給し、看護
師として就労を許可する。

　フィリピンの看護師有資格者が現地において日本語教育を受け、日本語能
力検定２級レベルの能力、併せて、実際の医療・看護の現場において使用さ
れる日本語の知識について学習を行う。なお、この日本語教育は、「ＡＨＰ
ネットワーク協同組合」とフィリピンにおける同現地法人「フィルズライ
フ・サービス・インク」に委託する。現在受入れを行っているベトナム人看
護師については本人が希望すれば継続して4年を超えて就労することを許可す
る。教育終了後、当法人が在留資格の認定申請を行い、フィリピンの看護師
資格を基にビザ（医療）の発給を得、来日を実現したいと考えている。また
就労後、本人が希望すれば日本の看護師国家試験の受験を妨げるものではな
い。就労場所は、当医療法人下の病院、診療所、介護老人保健施設、デイ
サービスセンターなど。当面の受入人数は、３０名程度を上限とする。優秀
な看護人材を安定的に受入れることにより、看護の充実を目指す。

（就労年数の上限を撤廃する規制緩和）
①外国人看護師にとっては、日本語の習得・看護師養成学校の受験や通学に多
大な労力を要しており、それを活かして、医療機関での経験を蓄積する期間と
しては極めて短い。②４年後も日本において働きたいという本人の意思を尊重
すべきであり、日本人と同じ資格を有する外国人への公平性を配慮すべきであ
る。③受入側としても、日本語教育や看護師養成にかかる負担が大きいものと
なっているが、４年間は「実地教育を兼ねた期間」でもあり、病院側にこれか
ら貢献していこうとする時期で、短すぎると言わざるを得ない。④今後の少子
高齢化の中で、雇用確保の観点からも外国人看護師の受入れは、看護師の安定
的な雇用確保に繋がり、看護の充実に資すると考えている。
（相手国の看護師資格を条件にビザ（医療）の発給を行う規制緩和）
①今までの「ベトナム人看護師養成支援事業」への参加経験から、外国人看護
師の受入れは十分可能なプログラムであると考えている。まずはフィリピン人
看護師に限り受入れを行う。②フィリピンの看護師のレベルは高く、これは、
A)看護師養成が大学学部によって行われ高いレベルが担保されていることや、
B)１５万１千人の看護師が国外で就労している実績があり、受入国において一
定の評価を得ていること等が理由として挙げられる。③昨今の政治的課題とさ
れている自由貿易協定交渉においても、強く看護師等の受入れを求めているな
ど相手国のニーズや政治的課題に答えることにも資すると考えられる。④将来
的には派遣国をフィリピンから東アジア・東南アジア諸国にも広げていきたい
と考えている。またこの構想が広く実現されれば、日本がアジア地域の医療の
発展に貢献し、国際的な人の移動といった側面からもシンボリックな存在にな
ると確信している。⑤入国後、本人が希望すれば日本の看護師国家試験の受験
を妨げるものではない。⑥優秀な看護人材を安定的に受入れることにより、看
護の充実に資すると考えられる。

広島県 医療法人
あかね会

外国人看護師の就労
期間の上限の撤廃と、
相手国の看護師資格
を基にビザ（医療）の
発給を可能にする構想

医療法人あかね会は外国人看護師の受入経験
を有し、この経験から右の規制緩和が必要であ
る。①外国人看護師の就労期間上限を４年間限
りから更新可能としたい。これは同じ資格を有す
る外国人看護師に対する機会均等といった観点
と、将来の少子高齢化の中で外国人看護師の受
入れが看護師の安定的確保に資するとの観点
からのもの。②まずはFTA交渉を行うフィリピンの
看護師資格を条件に、現地研修による一定の日
本の医療慣習も含めた日本語能力を有する者に
対し、日本での看護業務の許可を願いたい。これ
は今後の国際化の進展の中で、一番無理のない
自然なスキームとしての提案であり、入国後、本
人の看護師国家試験受験を妨げるものではな
い。
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1307 13071011 外国人看護師の就労制
限の撤廃

フィリピンにおいて看護師の資格を取得した者については
日本の看護師国家試験を受験できるものとし国家試験合格
者は４年を超えて看護業務に従事できるものとする。

フィリピン人看護師に株式会社日立製作所日立総合病院に併設する日立看護
専門学校への留学（看護師国家試験前６～７ヵ月間）を経て日本の看護師資
格を取得させ、勤務終了後毎日１時間程度の日本語教育と英語の使える者を
プリセプターとするなどしながら株式会社日立製作所日立総合病院において
看護業務に従事させる。

株式会社日立製作所日立総合病院は茨城県北部の地域中核病院であるが慢性的
に２０～３０名の看護師が不足しているばかりでなく、看護師総数３８０名の
うち学卒看護師はわずか９名であり、高度先端医療を指向する当病院としては
学卒看護師の確保が重要な課題となっている。しかしながら茨城県北部に所在
するという採用活動上不利な地理的条件と看護学部を有する県内の大学が極め
て少数であること等から今後当病院が必要とする学卒看護師の確保は極めて難
しい状況にある。加えて現在茨城県では県北地区救命救急センターの当院への
設置が検討されており、この構想が現実となった場合には、高い看護スキルを
有した２０名程度の看護師確保が更に必要となることから規制の特例適用を申
請するもの。

茨城県

株式会社
日立製作
所日立総
合病院

フィリピン国看護学部
卒看護師雇用プロジェ
クト

当院は日立医療圏（２９万人）における地域中核
病院として高度専門医療を指向しているが、医療
の高度化・専門化にともない「質の高い看護」が
求められる中、当院の学卒看護師は９名（総数３
８０名）に過ぎない。当院所在地が茨城県北部に
あるという地理的条件や日立医療圏内の看護学
部が本年開設の１校であること等から学卒看護
師の確保は極めて困難な状況にある。このような
状況を打開し地域の社会的要請に応え「質の高
い看護」を実現するためフィリピン人学卒看護師
の就業が可能となるよう保健師助産師看護師法
第２１条第４項の規制緩和及び出入国管理及び
難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める
省令の規制緩和を申請する。

1030 10301012
看護師資格の相互認証
等による外国人看護師
への在留資格の付与

現行法令上、「入国審査官は、・・・当該外国人が次の各
号に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうか審査
しなければならない」（出入国管理及び難民認定法第7条）
として、「三　申請人が保健師、助産師、看護師又は准看
護師としての業務に従事しようとする場合には、保健師助
産師看護師学校養成所指定規則第1条第1項に規定する学
校、養成所又は准看護師養成所を卒業又は修了後4年以内の
期間中に研修として業務を行うこと」（同法省令）とあ
り、外国人が日本の看護師資格を取得した場合、4年間のみ
の研修としての業務以外は認められていないが、特区にお
いては、この制限を撤廃し、海外における看護師資格の取
得者については、就労ビザ（医療）を発給し、更新可能な
１年又は３年の就労資格を与えるものとする。

海外からの優秀な介護・看護人材の育成・受入に関する規制の緩和により、
東南アジア諸国において現地の人材を対象とした介護・看護教育と日本語教
育を通じて、日本語によるコミュニケ-ションが可能な介護・看護資格取得者
を育成し、その人材を日本国内に受け入れ、介護スタッフまたは看護師とし
て当社の介護施設やその他の介護施設・病院等への派遣を行うことを可能に
する。これにより、少子高齢化に伴う介護・看護人材の不足の解消を図る。

高齢化に伴い介護や医療への需要は増大しつつあるが、少子化に伴い労働人口
は減少しつつあり、殊に介護・看護分野においてはその労働力不足が顕著なも
のとなることが予想される。
一方、北米をはじめとする諸外国においては、フィリピンをはじめとする東ア
ジア諸国から、多くの優秀な介護・看護人材を受け入れており、それは既に一
般化している。
しかし、現在、日本国内で看護師として入国し、看護業務に従事するために
は、日本の看護学校を卒業し、日本の看護師資格を取得しなければならない。
今後、日本国内の労働人口が減少を考えると、海外からの労働力を受け入れ、
介護・看護人材の不足を補填する必要性は極めて高い。そのために、①日本の
看護師資格と同等以上と認めることができる場合には、②日本語によるコミュ
ニケーション能力を前提として、海外の看護師資格取得者についても入国及び
就労を容認することが不可欠であると考える。

東京都

ヒューマン
ホールディ
ングス株
式会社

東南アジア諸国からの
介護・看護人材の育
成・受入構想

海外からの優秀な介護・看護人材の育成・受入
に関する規制の緩和により、東南アジア諸国に
おいて現地の人材を対象とした介護・看護教育と
日本語教育を通じて、日本語によるコミュニケ-
ションが可能な介護・看護資格取得者を育成し、
その人材を日本国内に受け入れ、介護スタッフま
たは看護師として当社の介護施設やその他の介
護施設・病院等への派遣を行うことを可能にす
る。これにより、少子高齢化に伴う介護・看護人
材の不足の解消を図る。

1030 10301020
看護師資格の相互認証
等による外国人看護師
への在留資格の付与

現行法令上、「･･･看護師になろうとする者は･･･看護師試
験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならな
い」（保健師助産師看護師法第7条）「看護師でないもの
は、第5条に規定する業をしてはならない」（保健師助産師
看護師法第31条）として、日本の看護師国家試験に合格し
た者でなければ、海外の看護師資格のみでは、在留資格・
就労資格がないとしているが、特区においては、海外にお
ける看護師資格に相当する免許取得者について日本の看護
師資格を付与し、国内における看護師としての就労を可能
とする。

海外からの優秀な介護・看護人材の育成・受入に関する規制の緩和により、
東南アジア諸国において現地の人材を対象とした介護・看護教育と日本語教
育を通じて、日本語によるコミュニケ-ションが可能な介護・看護資格取得者
を育成し、その人材を日本国内に受け入れ、介護スタッフまたは看護師とし
て当社の介護施設やその他の介護施設・病院等への派遣を行うことを可能に
する。これにより、少子高齢化に伴う介護・看護人材の不足の解消を図る。

高齢化に伴い介護や医療への需要は増大しつつあるが、少子化に伴い労働人口
は減少しつつあり、殊に介護・看護分野においてはその労働力不足が顕著なも
のとなることが予想される。
一方、北米をはじめとする諸外国においては、フィリピンをはじめとする東ア
ジア諸国から、多くの優秀な介護・看護人材を受け入れており、それは既に一
般化している。
しかし、現在、日本国内で看護師として入国し、看護業務に従事するために
は、日本の看護学校を卒業し、日本の看護師資格を取得しなければならない。
今後、日本国内の労働人口が減少を考えると、海外からの労働力を受け入れ、
介護・看護人材の不足を補填する必要性は極めて高い。そのために、①日本の
看護師資格と同等以上と認めることができる場合には、②日本語によるコミュ
ニケーション能力を前提として、海外の看護師資格取得者についても入国及び
就労を容認することが不可欠であると考える。

東京都

ヒューマン
ホールディ
ングス株
式会社

東南アジア諸国からの
介護・看護人材の育
成・受入構想

海外からの優秀な介護・看護人材の育成・受入
に関する規制の緩和により、東南アジア諸国に
おいて現地の人材を対象とした介護・看護教育と
日本語教育を通じて、日本語によるコミュニケ-
ションが可能な介護・看護資格取得者を育成し、
その人材を日本国内に受け入れ、介護スタッフま
たは看護師として当社の介護施設やその他の介
護施設・病院等への派遣を行うことを可能にす
る。これにより、少子高齢化に伴う介護・看護人
材の不足の解消を図る。

1038 10381022
看護師資格の相互認証
等による外国人看護師
への在留資格の付与

・外国（日本の看護師レベル相当以上の国と厚生労働省が
認めた国のみ）で日本の看護師資格に相当する資格を得た
者に対する「医療」の就労できる在留資格の取得

・外国人看護師に対し設定されている研修期間制限の緩和
（在留期間を更新が不可能な４年間から更新可能な１年又
は３年に変更）

資格の相互認証が認められれば、弊社が海外で看護師資格を有しているもの
を募集し、選抜を経て来日（ビザは更新可能な１年又は３年の在留期間を持
つ看護師向けの医療ビザ）する。一定期間の日本語等教育、日本医療習慣等
の外国人向けの研修と一般派遣前研修を経て、派遣先へ派遣される。

①就労開始までの間に時間を要することは、それだけ派遣実施までにかなりの
時間を費やすことになる。派遣には迅速な対応が必要である。外国人の受け入
れに対する煩雑な手続きが一部省略できる。③日本において就労経験を有しか
つ日本での就労意欲がある外国人看護師については、在留期間を現状４年間か
ら延長可能な在留資格とすべき。彼/彼女らは、我が国の医療を下支えに寄与
していると思われ、その有効かつ適切な活用をしていく選択肢を作るべき。④
ビジネスの観点から、実際の業務に就くまで、派遣先から認められるまでは、
かなりの時間と費用が先行投資が必要。その費用等を回収しビジネスとして
回っていくためには４年程度の就労期間では不可能でありこれを改めるべき。
⑤規制緩和により長期的な活動が可になれば、スタッフの業務面だけでなく、
両国間の文化交流の深耕による友好関係の更なる向上等の文化面についてもそ
の効果を見込める。⑥外国人看護師の質について、最近では、東アジア地域で
も医療について学問的にも、技術的にも従来よりかなりレベルが向上している
と考えられ、日本と比べてみても遜色はないと考えられる。例えば既にフィリ
ピンでは2002年度で総計12，000人以上の看護師がサウジアラビアや英国等の
各国で就労している実績があり、これだけの実績を上げるにはそれなりの看護
レベルを保持していないと不可能と思われる。よって同国の看護師レベルでは
日本においても対応することは充分可能。⑦将来的にはＥＵのドイツと英国の
ような相互認証をとるかたちで看護業務を行なうことを許可し、世界規模での
看護師の派遣が実現できるようにお願いしたい。少なくとも１年未満の研修を
経て看護師資格を付与する、若しくは、准看護師相当の資格（正看護師への一
定期間後の受験を義務づける）を付与するといった多様な外国人看護師育成の
ための設計をお願いしたい。

東京都、神
奈川県、千
葉県、埼玉
県、大阪
府、愛知
県、福岡
県、沖縄
県、北海道

セントス
タッフ株式
会社

「医療・介護分野にお
けるWINWINトラベ
リングナースシステム
ビジネスモデル」

弊社は医療・福祉分野に特化した人材派遣会
社。今後益々進展していく少子高齢化の中で弊
社をご利用頂いている病院・介護施設が少なくと
も一時的な看護師不足に悩まされているケース
が多く、職員の過剰労働で対応されているケース
もある。弊社はそこをビジネスチャンスと捉え現
在国内で行っている「トラベリングナース」モデル
を東アジアに展開することにより東アジアで看護
師資格を持ち弊社と今後提携する病院に勤務す
る優秀な外国人看護師を日本語や日本医療プラ
クティスの事前研修を行い、希望する病院・介護
施設に１年程度派遣する。このための規制緩和
をお願いしたい。これには入管の迅速な手続き
や看護師法等の規制緩和が必要不可欠となる。
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名
提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称 提案概要

1095 10951010
フィリピン人看護師資
格を有する者の看護師
としての就労許可

本提案においては、フィリピンとのＦＴＡ締結後、フィリ
ピンの看護師資格取得者に就労可能な「医療」の在留資格
を与えるとともに、日本の看護師資格を付与し、国内にお
ける看護師としての就労を可能とさせる。

英語の堪能なフィリピン人看護師を当病院にて受け入れ、医療通訳兼看護師
として就労させる。現地での選抜面接や生活に必要最低限の日本語の習得
（日本語検定３級）後、最初の１年程度は、当病院で既に勤務している通訳
を補助するため、外国人患者に対する医療相談員として勤務する。この期間
に看護師として勤務するのに必要な日本語を現場研修及び竹田看護専門学校
の協力を経て実施する。一定のレベルに達したことが確認された後、医療現
場に看護師として参加する。

福島県には平成15年12月末現在12,673名の外国人が居住している。会津若松市
には692名の外国人が居住しており、同市における人口1,000人当たりの外国人
の割合は5.9人である。特にコンピュータ理工学部単科の大学である会津大学
は、教授の約半分を外国人がしめており、教授とその家族が同市に住んでいる
関係で地方都市にしては外国人居住者が意外に多いのである。会津地方全体で
は1,411名の外国人が居住している。また、当院に受診している平成15年8月末
現在の外国人患者数は414名で、そのうち27名が東京など会津地方以外からの
患者である。当院への外国人の受診ニーズは非常に高く、専任の医療通訳２名
（米国人と中国人、英語、スペイン語、中国語）を配置し外国人の受診サポー
トを行っている。医療通訳がいることが多数の外国人受診につながっている。
外国人にとって日本の病院で診療を受けるにあたって２つの問題がある。一つ
目はコミュニケーションつまり言葉の問題、２つ目が医療内容に関する問題で
ある。一つ目の問題は外国人医療通訳がいることにより緩和されるが、２つ目
の問題は医療専門職（医師や看護師）だけが解決できる問題である。そこでこ
の問題解決のためには、外国人看護師の勤務が求められてくる。外国人看護師
が勤務していることにより、日本と外国の医療との差異を理解しその差異を補
う看護の提供が期待できるからである。外国人医療通訳による受診サポートか
ら継続して、外国人看護師による医療現場（手術や分娩等）での看護が提供さ
れることは外国人にとって大きな安心につながる。これにより医療提供側（病
院）と受診する外国人双方にメリットが出てくる。
特にフィリピン人看護師は北米、欧州、中東その他世界各地に就労しているた
め、日本の医療を理解したうえで現場に勤務すれば２つ目の問題解決に大きな
役割を期待することができる。
 �

福島県
財団法人
竹田綜合
病院

外国人患者の多い病
院における外国人看
護師の受け入れ

会津若松市に位置する当院は、平成１５年８月
現在で４１４名の外国人患者を抱えるなど外国人
の受診ニーズが非常に高く、専任通訳２名を配
置し外国人の受診サポートを行っている。しか
し、これら通訳は医療の知識がないため、当院の
医師、看護師との意志の疎通が困難な場合が多
い。このため、英語に堪能なフィリピン人看護師
を受け入れることにより、医療通訳として活用で
きる他、医療現場においても外国人にとって大き
な安心につながるメリットがある。

1100 11001012
看護師資格の相互認証
等による在留資格の付
与

外国人看護師に対しては現在研修目的の４年間限りの就労
が認められているが、更新可能なビザに改める。
またフィリピンの看護師資格を条件として一定期間の日本
語教育を経たものに対して、ビザ（医療）を発給し、看護
師として就労を許可する。

　フィリピンの看護師有資格者が現地において日本語教育を受け、日本語能
力検定２級レベルの能力、併せて、実際の医療・看護の現場において使用さ
れる日本語の知識について学習を行う。なお、この日本語教育は、「ＡＨＰ
ネットワーク協同組合」とフィリピンにおける同現地法人「フィルズライ
フ・サービス・インク」に委託する。現在受入れを行っているベトナム人看
護師については本人が希望すれば継続して4年を超えて就労することを許可す
る。教育終了後、当法人が在留資格の認定申請を行い、フィリピンの看護師
資格を基にビザ（医療）の発給を得、来日を実現したいと考えている。また
就労後、本人が希望すれば日本の看護師国家試験の受験を妨げるものではな
い。就労場所は、当医療法人下の病院、診療所、介護老人保健施設、デイ
サービスセンターなど。当面の受入人数は、３０名程度を上限とする。優秀
な看護人材を安定的に受入れることにより、看護の充実を目指す。

（就労年数の上限を撤廃する規制緩和）
①外国人看護師にとっては、日本語の習得・看護師養成学校の受験や通学に多
大な労力を要しており、それを活かして、医療機関での経験を蓄積する期間と
しては極めて短い。②４年後も日本において働きたいという本人の意思を尊重
すべきであり、日本人と同じ資格を有する外国人への公平性を配慮すべきであ
る。③受入側としても、日本語教育や看護師養成にかかる負担が大きいものと
なっているが、４年間は「実地教育を兼ねた期間」でもあり、病院側にこれか
ら貢献していこうとする時期で、短すぎると言わざるを得ない。④今後の少子
高齢化の中で、雇用確保の観点からも外国人看護師の受入れは、看護師の安定
的な雇用確保に繋がり、看護の充実に資すると考えている。
（相手国の看護師資格を条件にビザ（医療）の発給を行う規制緩和）
①今までの「ベトナム人看護師養成支援事業」への参加経験から、外国人看護
師の受入れは十分可能なプログラムであると考えている。まずはフィリピン人
看護師に限り受入れを行う。②フィリピンの看護師のレベルは高く、これは、
A)看護師養成が大学学部によって行われ高いレベルが担保されていることや、
B)１５万１千人の看護師が国外で就労している実績があり、受入国において一
定の評価を得ていること等が理由として挙げられる。③昨今の政治的課題とさ
れている自由貿易協定交渉においても、強く看護師等の受入れを求めているな
ど相手国のニーズや政治的課題に答えることにも資すると考えられる。④将来
的には派遣国をフィリピンから東アジア・東南アジア諸国にも広げていきたい
と考えている。またこの構想が広く実現されれば、日本がアジア地域の医療の
発展に貢献し、国際的な人の移動といった側面からもシンボリックな存在にな
ると確信している。⑤入国後、本人が希望すれば日本の看護師国家試験の受験
を妨げるものではない。⑥優秀な看護人材を安定的に受入れることにより、看
護の充実に資すると考えられる。

広島県 医療法人
あかね会

外国人看護師の就労
期間の上限の撤廃と、
相手国の看護師資格
を基にビザ（医療）の
発給を可能にする構想

医療法人あかね会は外国人看護師の受入経験
を有し、この経験から右の規制緩和が必要であ
る。①外国人看護師の就労期間上限を４年間限
りから更新可能としたい。これは同じ資格を有す
る外国人看護師に対する機会均等といった観点
と、将来の少子高齢化の中で外国人看護師の受
入れが看護師の安定的確保に資するとの観点
からのもの。②まずはFTA交渉を行うフィリピンの
看護師資格を条件に、現地研修による一定の日
本の医療慣習も含めた日本語能力を有する者に
対し、日本での看護業務の許可を願いたい。これ
は今後の国際化の進展の中で、一番無理のない
自然なスキームとしての提案であり、入国後、本
人の看護師国家試験受験を妨げるものではな
い。

1030 10301030
国内で介護業務に従事
しようとする者の入国
の容認

現行法令上、「入国審査官は、・・・当該外国人が次の各
号に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうか審査
しなければならない」として、「申請に係る本邦において
行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に
掲げる活動･･･又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地
位･･･を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、
別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おう
とする者については我が国の産業及び国民生活に与える影
響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合す
ること。」（出入国管理及び難民認定法第7条）となってお
り、外国人が【介護】の業務に携わって在留・就労するこ
とができないが、特区においては、別表第一の二の表に
【介護】の欄を加え、就労を可能にする。

海外からの優秀な介護・看護人材の育成・受入に関する規制の緩和により、
東南アジア諸国において現地の人材を対象とした介護・看護教育と日本語教
育を通じて、日本語によるコミュニケ-ションが可能な介護・看護資格取得者
を育成し、その人材を日本国内に受け入れ、介護スタッフまたは看護師とし
て当社の介護施設やその他の介護施設・病院等への派遣を行うことを可能に
する。これにより、少子高齢化に伴う介護・看護人材の不足の解消を図る。

高齢化に伴い介護や医療への需要は増大しつつあるが、少子化に伴い労働人口
は減少しつつあり、殊に介護・看護分野においてはその労働力不足が顕著なも
のとなることが予想される。
一方、北米をはじめとする諸外国においては、フィリピンをはじめとする東ア
ジア諸国から、多くの優秀な介護・看護人材を受け入れており、それは既に一
般化している。
しかし現在、介護業務に従事しようとする者の入国は認められていない。
今後、国内の労働人口が減少を考えると、海外からの労働力を受け入れ、介
護・看護人材の不足を補填する必要性は極めて高い。そのために、海外の看護
師資格を取得している場合には、①訪問介護員養成研修を受けることと、②日
本語によるコミュニケーション能力を前提として、国内で介護業務に従事しよ
うとする海外からの入国希望者について入国及び就労を容認することが不可欠
であると考える。

東京都

ヒューマン
ホールディ
ングス株
式会社

東南アジア諸国からの
介護・看護人材の育
成・受入構想

海外からの優秀な介護・看護人材の育成・受入
に関する規制の緩和により、東南アジア諸国に
おいて現地の人材を対象とした介護・看護教育と
日本語教育を通じて、日本語によるコミュニケ-
ションが可能な介護・看護資格取得者を育成し、
その人材を日本国内に受け入れ、介護スタッフま
たは看護師として当社の介護施設やその他の介
護施設・病院等への派遣を行うことを可能にす
る。これにより、少子高齢化に伴う介護・看護人
材の不足の解消を図る。
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1044 10441010 外国人介護労働者の受
入れ

現在、介護人材向けの就労可能な在留資格は無い。

そこで、当該在留資格を新設する。

就労ビザを取得する要件は、フィリピンで介護資格を有し
介護施設において３年間の就労経験を持っていることを条
件とする。

○　フィリピン人介護人材（有資格者）が、フィリピンの介護施設において
３年以上の実務経験を積む。
○　FTA交渉においてフィリピンで日本語教育を実施する見込みであり、その
スキーム等を利用して日本語を学習する。
○　現地において日本での就労を希望する者を面接の上、スカウトし、日本
に渡航させる。
○　当会の介護施設において就労させる。

・ 本プロジェクトは、少子高齢化が進む日本で高齢者が急速に増加する一方
で、介護人材が不足することが懸念される中、介護人材に対する需給ギャップ
が大幅に拡大することに対する日本国政府の対応は不十分であり、介護への外
国人人材の受け入れを通して国の医療人材の確保の対策を補うことを目的とす
る。その一里塚としてＦＴＡ交渉においてフィリピンから要望を受けている
フィリピン人介護人材を試験的に受け入れる。
・また荒尾素次理事長が経営する医療法人仙齢会は過去にフィリピン人看護師
２名の育成プロジェクトに関与しており、日本語学校留学から、専門学校の受
験、国家試験の受験、４年限りの就労先の病院としてその現場を見てきてお
り、今後受け入れが進む場合は、受入先介護施設としての経験が蓄積されてお
り、受け入れ対象介護施設に相応しい。
・ 現在、海外の介護人材については、就労可能な在留資格がないが、フィリ
ピン人介護人材でフィリピンの資格を条件にして、介護ビザを新設することが
必要である。今後の少子高齢化社会で介護職を担う人材の幅広い地域からの確
保といった観点から規制緩和すべきである。
・ 本プロジェクトの具体的な内容は、受け入れ先の介護施設は太子福祉会の
特別養護老人ホームみどり園等として、フィリピン人介護人材の現地での選
抜、日本での日本語研修や訪問介護員２級資格取得、生活援助及び管理を行
う。将来的に増える可能性はあるが、当面は２名程度のフィリピン人介護人材
の受入準備を２００６年から開始したい。

兵庫県
社会福祉
法人　太子
福祉会

介護へのフィリピン人
介護人材の受け入れ
促進

少子高齢化が急速に進む日本において、近い将
来介護を担う人材が不足するとの強い懸念を有
しており、本プロジェクトは国が推進する介護人
材の確保を補うことが目的であり、その一里塚と
してＦＴＡ交渉においてフィリピンから要望を受け
ているフィリピン人介護人材を試験的に受け入れ
ることをその内容とする。
荒尾素次理事長が経営する医療法人仙齢会は
過去にフィリピン人看護師２名を育成した経験を
有し、プロジェクトが不要な規制によって様々な
艱難を受けてきた経験を有する。そのような経験
から外国人介護人材の受入れは日本のために
なるとの発想の転換が必要で、そもそも海外の
介護人材に対して就労可能な在留資格を発給す
べきと考える。

1046 10461010

フィリピン人介護人材
（ケアギバー）のオ
ン・ザ・ジョッブ・ト
レーニングを通じた就
労

介護人材向けの就労ビザは現在無く、当該就労ビザを新設
する。就労ビザを取得する要件は、フィリピンの介護資格
（ケアギバー）を有していることとする。

・２００６年４月に（仮称）サン・オークス守口大日を開業する予定。三洋
電機としては倉敷に続きふたつめの有料老人ホーム。一方で、三洋電機とし
ては、フィリピンでの日本人シニアー向けのリタイアメント・ビレッジ施設
の構築を２００６年度中に行うことを現在検討中。サン・オークス守口大日
にフィリピン人介護人材を受け入れて、将来フィリピンの施設において中核
的な役割を担い、他のフィリピン人の介護人材に対しマネージャーとしての
役割を果たすことができる人材を育成したい考え。同時に、日本語のみなら
ず、日本文化、日本人に対する理解を守口大日にてオン・ザ・ジョッブ・ト
レーニングを通じて理解を深めてもらう予定。

（今後のスケジュールのイメージ）
・２００６年３月までに４名のフィリピン人ケアギバーをフィリピンで選
抜。
・２００６年４月から２００７年３月程度（最速）まで（仮称）サン・オー
クス守口大日にてオン・ザ・ジョブトレーニングを行う。
・早ければ２００６年度中に完成するフィリピンのリタイアメント・ビレッ
ジ施設で、２００７年４月から就労を始める。
・日本へ来日した際は、日本の介護労働者資格（ホームヘルパー等）の資格
取得を支援する

・高齢化する日本社会における三洋電機の社会貢献の一環として、国内に介護
施設（サン・オークス倉敷）を経営しており、現在２つ目の介護施設（（仮
称）サン・オークス守口大日）を建築予定。
・しかしながら、現在の年金では日本でつつましい生活を送らざるを得ない現
実があり、現在の高齢者がもっと豊かな生活を送れる方法を検討し、海外での
日本人向けリタイヤメント・ビレッジ構築の検討を始めた。
・日本から近く、気候も極めて良いフィリピンは、キリスト教をベースとした
博愛精神のみならず、長年米国の植民地であったため、共通言語としての英
語、米国の先進医療システム、ライフ・スタイルなど驚くほど欧米化されてい
る。一方で物価が極めて安く、日本の年金でも日本人の想像を超えたゆとりの
ある生活が可能である。日本人がQuality of Lifeを実感する環境がフィリピ
ンにはある。
・しかしながら、日本語やいざという時のため介護知識がある人材がいないと
日本人の高齢者は安心してフィリピンのリタイヤメント・ビレッジに行こうと
いう気にならない。
・このため、三洋電機ではフィリピンでのリタイアメント・ビレッジ施設にお
ける中核的な現地人材を養成することが必要であると考えている。そのために
は、実際に日本の介護施設で就労し、オン・ザ・ジョブ・トレーニングが不可
欠であると考えている。
・将来的には、日本の定年退職者が、『若い元気な内はフィリピンの施設で、
年老いて重度介護が必要になった場合は日本の施設で』といった介護段階に応
じてサービスを日本・フィリピン両国において提供する包括的な介護サービス
の展開を考えている。

大阪府
三洋エメリ
タス株式会
社

フィリピン人介護人材
活用構想

三洋電機は日本の高齢者がより豊かな老後を生
きることが可能になることを目指し日本国内で介
護施設を経営している。しかし、現在の年金では
日本で慎ましい生活を送らざるをえず、高齢者が
もっと豊かな生活を送れる方法を模索してきた。
その回答が海外での日本人向けリタイヤメント・
ビレッジ構想であり、弊社はフィリピンで２００７年
度前後にビレッジ開設を目指している。日本から
近く気候も極めて良好なフィリピンでは、年金だ
けでも日本人の想像を超えた豊かな生活が送れ
る。今回の特区申請が認められれば、日本での
オンザジョブトレーニングを通じて、フィリピンでの
リタイアメントビレッジにおける中核的な現地人材
を養成することができる。

1069 10691010 フィリピン人介護ヘル
パーの就労受入れ

外国人介護ヘルパーを日本に受け入れるための在留資格が
現在ないので、下記について介護の在留資格を新設、整備
する。
１．平成２年５月２４日法務省告示第１３１号「出入国管
理及び難民認定法第７条第１項第２号の規定に基づき同法
別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件」に（介
護）を入れる。
２．平成２年５月２４日法務省令第１６号「出入国管理及
び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令」
「別表第1の2の表の医療の項の下欄に掲げる活動」に（介
護）を追加する。

当組合は厚生省認可事業「ベトナム人看護師養成支援事業」を平成５年から
推進し、現在まで約６０名のベトナム人青年子女を日本の看護専門学校、看
護系短大・大学への留学を支援した。そのうち現在まで36名が卒業して看護
師として病院で研修就労に入っている（別様１参照）。当組合はこの経験と
実績を基に新たにフィリピン人介護ヘルパー受入れ養成プログラムを実施す
るものである。受入れ機関は上記事業に参画する当組合員医療機関関連の介
護老人保健施設で、所在地は千葉県富津市、袖ヶ浦市、船橋市内の施設とな
る。フィリピン共和国は１５万人ものナース・ケアギバーを海外各地に送り
出しており、質の高さには定評がある。この良質な人材を安定的かつ長期的
に確保し、もって施設利用者に質の高い介護サービスを提供したい。また当
該ヘルパーが就労を終え帰国した後はフィリピン国内に長期滞在する日本人
シルバー世代に日本的介護サービスを提供する人材となる。当組合と関係す
る現地施設もその受け入れ先である。来日資格は看護大学等、看護・介護専
門課程を卒業した30歳前半までの者で、書類選考と適性検査、面接で選抜す
る。当組合はフィリピンの派遣機関であるフィルズライフ財団と業務提携
し、フィルズライフサービスインクにおいて、１年間の渡航前事前教育とし
て介護現場で通用する日本語コミュニケーション能力を養成する（別様２参
照）。またホームヘルパー２級講座カリキュラムの一部として介護概論や倫
理教育も行う。来日については「特定活動ビザ」（別様３参照）を取得し、
ヘルパー２級の全課程を修得して就労に入る。現場での実務経験を積み介護
福祉士国家資格を取得して「医療ビザ」に在留資格を変更し就労する。上記
の３法人の施設では毎年１０名の受入れを実施してモデル特区を形成する。
運営の進捗状況をみながら他地域にも同様の特区を創出し、受入れを推進し
ていく。本プロジェクト推進に対して規制となるものは、①ビザ問題。ヘル
パー職は在留資格がないことで入国が規制されており、法務省と厚生労働省
による規制緩和が急務である。②日本語能力の認定。介護現場は日本語コ
ミュニケーション能力が要求される。しかし現行の日本語能力試験は４技能
のうち読み書きを中心とした専門性を要求する設問が多く、会話力テストも
なく就労者に適したものとはいえない。③介護福祉士の受験資格として現地
フィリピンでの看護・介護教育の単位を認めることなどがある。なお、別様
を添付して関係各所のご理解をはかりたい（別様４参照）。

ますます進む少子高齢化と若年層の都市集中により、地方では労働の担い手を
中年世代の女性に負うところが大きい。ホームヘルパーも手ごろなパートとし
て脚光を浴びているが、しかし平均時間給与が８４２円という現実を前に、実
際のなり手は少ない。この現状を改善するためにもフィリピンから若い介護ヘ
ルパーを受入れ、介護現場を活性化する必要がある。常勤の外国人ヘルパーを
安定的に長期にわたって受け入れることで施設運営の安定化と利用者へのハイ
クオリティーなサービス提供が可能となる。フィリピンは１５万人ものナー
ス・ケアギバー専門職が海外で活躍し好評を得ている国で、それはホスピタリ
ティー豊かな国民性を象徴している。また外国人が介護に加わることで異文化
交流が生まれるのは高齢者にとって新たな生きがいになることを我々は経験し
ている。当組合はベトナム人看護師の養成支援をしているが、施設内で彼女た
ちと高齢者たちによる交流をしばしば見かける。高齢者は地方の風習や年中行
事、若いころの思い出など話したいことがいっぱいあり、逆にまったくそうい
う知識がない外国人にとってはとても興味ある話題で、日本人以上に熱心に耳
を傾けてくれるのである。外国人ヘルパー受け入れによって生じる異文化交流
は高齢者を生き活きさせるエネルギーの一つになるのである。早急に介護ビザ
を整備し、ルールに則った適切な受入れを整備する必要がある。

東京都
ＡＨＰネット
ワーク協
同組合

新アジア共生ネット
ワークプロジェクト
◆フィリピン人介護ヘ
ルパー受入れ支援事
業◆

当組合は厚生省認可事業「ベトナム人看護師養
成支援事業」を平成５年から推進し、看護留学生
と看護師を約６０名養成した。この経験と実績を
基にフィリピン人介護ヘルパー受入れ養成プロ
グラムを実施するものである。フィリピンは１５万
人ものナース・ケアギバーを世界各地に送り出
し、質の高さには好評がある。この良質な人材を
安定的かつ長期的に確保し、もって施設利用者
に質の高いサービスを提供する。また当該ヘル
パー帰国後はフィリピン国内に長期滞在する日
本人シルバー世代に日本的介護を提供する人
材となる。看護系大学卒業者に１年間の渡航前
事前教育をし、高度かつ実用的な日本語コミュニ
ケーション能力を養成する。特定活動ビザで来日
し、ヘルパー２級を修得して就労に入る。実務経
験を積み介護福祉士資格を取得して医療ビザに
資格変更する。①ビザの未整備。②日本語能力
の測定基準。③介護福祉士受験資格など規制は
多々ある。
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05 法務省（特区）

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提
案事項管理

番号

規制の特例事項（事項
名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 （再）提案理由 都道府県

名
提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称 提案概要

1217 12171010 介護職に対する就労ビ
ザを新設する特例措置

フィリピン人看護師に対して「介護」の業務に携わる者と
して就労ビザを発給し、介護職として就労が出来る様にす
るため、就労が可能な在留許可として在留資格の特定活動
（以下に掲げる要件を満たし、日本の介護施設で就労す
る。在留期間３年）を新設する。
①派遣・受入機関の受け入れ体制が整備されていること
②看護技能の担保を図るため、比国において看護師の資格
を有すること。
③日本語によるコミュニュケーションの担保を図るため、
日本の就労に適する高度な日本語教育を受け、業務に支障
のない程度の語学力の取得を義務付けさせること。
④外国人看護師の介護技能の担保を図るため、来日後、訪
問看護員２級資格を取得させること。

現地で資格を持ち、選抜されたフィリピン人看護師が就労ビザを入手し、当
法人関連施設で介護職員として就労する。

介護就労ビザは、入管法改正時には日本において専門職として位置づけられて
いなかったために現存しない。しかしながら現在ではホームヘルパーや介護福
祉士といった専門職としての資格が存在し、外国人にも就労の道を開くべき。
　将来推計では就労人口の低下が予測されており、高齢者人口自体が逓減を見
せても、その介護ニーズを満たすだけの介護職確保は困難であるという見方が
強い。今後、介護・看護の分野において外国労働力を受け入れていく取り組み
は、社会福祉事業が今後一定の質を維持もしくは向上してサービスを供給して
いく上で必要不可欠であると思われる。
　異文化の海外人材を受け入れることで職員間に逆にコミュニケーションの重
要性、対象者の生活習慣を大事にするという介護の原則を再認識する効果が生
まれ、海外からの労働者も自国よりも高い待遇が得られると考えられる。

千葉県

社会福祉
法人さつき
会 理事長
矢田洋三

「日比 医療・福祉人材
還流プロジェクト」

将来推計では就労人口低下が予測され、高齢人
口自体が逓減を見せても、その介護ニーズを満
たす介護職の確保は厳しい。今後、介護・看護の
分野において海外労働力を受入れるという取り
組みは、社会福祉事業が一定の質を維持し、更
に向上させてサービスを供給していく上で重要な
選択肢となる。その他、異文化人材を受け入れる
ことで既存職員にはコミュニケーションの重要
性、対象者の生活習慣や個性の尊重といった介
護の原則を再認識する機会が生まれ、外国人労
働者も自国より高い待遇と帰国後も就労機会が
得られるキャリアアップの機会が生まれるという
メリットがあり、外国人看護師の育成、受入経験
を有する当法人の取り組みで実証していきたい。

1591 15911010
我が国の訪問介護員の
資格を有する者に対す
る在留資格の付与

入国管理法別表第１の２の表の「技能」労働者に我が国の
訪問介護員の資格を取得した者も含めるよう、「出入国管
理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」の
特例措置を認めること。

海外における訪問介護員養成及び受入れ事業

少子高齢化の進展に伴い介護労働力の不足が見込まれるなか、東南アジア等諸
国から介護の専門的知識・技術を持った人材を安定的に受け入れていくシステ
ムの構築が望まれる。しかし、介護分野については、現在の入国管理制度では
該当する在留資格がなく、介護を目的とする入国・就労は認められていない。
そこで、海外において一定の介護知識と技術を修得した人材を我が国に受け入
れていくため、入国管理法別表第１の2の表の「技能」労働者に我が国の訪問
介護員の資格を取得した者も含めるよう、「同法第７条第１項第２号の基準を
定める省令」を改正することを提案する

東京都
株式会社
東京リーガ
ルマインド

外国人訪問介護員養
成・受入れ特区

高齢化・少子化の急速な進展に伴い、今後、訪
問介護員（ホームヘルパー）などによる在宅介護
の必要性がさらに高まるものと見込まれる。しか
し、この分野の専門職は常に人手不足で人件費
が高騰しており、介護・養護・福祉施設の経営の
安定のためにも、海外の労働力の導入が望まれ
る。しかし、現在の入国管理制度では介護労働
者は単純労働者とされ、該当する在留資格がな
く、介護を目的とする入国・就労は認められてい
ない。そこで、深刻な高齢化の進む過疎地域な
ど、介護労働力が不足している地域において、外
国人の訪問介護員を受け入れる特区の導入を
提案する。具体的には、特区の知事が指定する
訪問介護員養成事業者が海外において実施す
る講座を終了し我が国の訪問介護員の資格を取
得した外国人が、当該自治体の指定する介護事
業者のもとで就労する場合には、当該介護労働
者を「技能労働者」とみなし在留資格を認める規
制の特例措置の導入を提案する。

5064 50640020
我が国の訪問介護員の
資格を有する者に対す
る在留資格の付与

入国管理法別表第１の２の表の「技能」労働者に我が国の訪問
介護員の資格を取得した者も含めるよう、「出入国管理及び難
民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」を改正するこ
と。

海外における訪問介護員養成及び受入れ事業

介護分野については、現在の入国管理制度では該当する在留資格がなく、介護を
目的とする入国・就労は認められていない。海外において一定の介護知識と技術を
修得した人材を我国に受け入れていくため、入国管理法別表第１の2の表の「技能」
労働者に我が国の訪問介護員の資格を取得した者も含めるよう、「同法第７条第１
項第２号の基準を定める省令」を改正することを提案する。

0
株式会社
東京リーガ
ルマインド

0 0
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称 提案概要

1069 10691030

外国人介護労働者受入
れの在留資格新設に際
する日本語能力測定基
準の策定

現在、就労資格の付与条件として日本語能力が法令上明確
に求められているということはない。しかし、実際には入
国審査の運用上、日本語の能力が要求されている。そこ
で、外国人に就労資格を与えるのに、日本語能力を測定す
る基準を明確にする必要がある。特に、介護は言葉による
コミュニケーションが重要な職業であることから、新設す
る【特定活動ビザ（介護）】には、それに適した日本語能
力を測定する基準を設置することが必要である。

当組合は厚生省認可事業「ベトナム人看護師養成支援事業」を平成５年から
推進し、現在まで約６０名のベトナム人青年子女を日本の看護専門学校、看
護系短大・大学への留学を支援した。そのうち現在まで36名が卒業して看護
師として病院で研修就労に入っている（別様１参照）。当組合はこの経験と
実績を基に新たにフィリピン人介護ヘルパー受入れ養成プログラムを実施す
るものである。受入れ機関は上記事業に参画する当組合員医療機関関連の介
護老人保健施設で、所在地は千葉県富津市、袖ヶ浦市、船橋市内の施設とな
る。フィリピン共和国は１５万人ものナース・ケアギバーを海外各地に送り
出しており、質の高さには定評がある。この良質な人材を安定的かつ長期的
に確保し、もって施設利用者に質の高い介護サービスを提供したい。また当
該ヘルパーが就労を終え帰国した後はフィリピン国内に長期滞在する日本人
シルバー世代に日本的介護サービスを提供する人材となる。当組合と関係す
る現地施設もその受け入れ先である。来日資格は看護大学等、看護・介護専
門課程を卒業した30歳前半までの者で、書類選考と適性検査、面接で選抜す
る。当組合はフィリピンの派遣機関であるフィルズライフ財団と業務提携
し、フィルズライフサービスインクにおいて、１年間の渡航前事前教育とし
て介護現場で通用する日本語コミュニケーション能力を養成する（別様２参
照）。またホームヘルパー２級講座カリキュラムの一部として介護概論や倫
理教育も行う。来日については「特定活動ビザ」（別様３参照）を取得し、
ヘルパー２級の全課程を修得して就労に入る。現場での実務経験を積み介護
福祉士国家資格を取得して「医療ビザ」に在留資格を変更し就労する。上記
の３法人の施設では毎年１０名の受入れを実施してモデル特区を形成する。
運営の進捗状況をみながら他地域にも同様の特区を創出し、受入れを推進し
ていく。本プロジェクト推進に対して規制となるものは、①ビザ問題。ヘル
パー職は在留資格がないことで入国が規制されており、法務省と厚生労働省
による規制緩和が急務である。②日本語能力の認定。介護現場は日本語コ
ミュニケーション能力が要求される。しかし現行の日本語能力試験は４技能
のうち読み書きを中心とした専門性を要求する設問が多く、会話力テストも
なく就労者に適したものとはいえない。③介護福祉士の受験資格として現地
フィリピンでの看護・介護教育の単位を認めることなどがある。なお、別様
を添付して関係各所のご理解をはかりたい（別様４参照）。

介護職は日本語によるコミュニケーションが重要な職場であり、外国人受け入
れに際しても日本語能力を測定する必要がある。しかしその能力を計るのに日
本語能力試験２級を利用するなら、教育現場は無駄な時間と経費を費やす事と
なり大きな損失となる。本試験は昭和59年発足、海外で２１万人も受ける最大
の日本語検定試験である。一方、日本語学習者の多目的化にともなって問題作
成のコンセプトがあいまいになり、留学生に関しては平成14年から新しく日本
留学試験が年２回実施されることとなった。留学生にそぐわない試験であるの
と同じ理由により、就労目的の外国人に妥当な試験でないことは言うまでもな
い。この試験には読む・書く・聞く・話すの４技能のうち、介護現場で必要と
される会話力試験はない。外地での限られた授業時間の中、こまごまとした文
法を覚えのに時間が費やされ、もっとも肝心な会話力養成がおろそかになる。
また試験は１２月初旬に実施されるが、合格発表は２月中旬まで待たなければ
ならない。さらに不合格になれば更に１年間日本に来れない事になるのは時間
的、経済的に多大なロスが生じる。そこで、就労者向けコミュニケーション能
力を中心とする仮称「ジャパニーズ能力検定」を実施し、新たな基準作りが必
要である。現場経験20年の日本語教師たちを中心に問題を作成し、ＡＨＰネッ
トワーク協同組合が実施機関となる（別様2参照）。

東京都
ＡＨＰネット
ワーク協
同組合

新アジア共生ネット
ワークプロジェクト
◆フィリピン人介護ヘ
ルパー受入れ支援事
業◆

当組合は厚生省認可事業「ベトナム人看護師養
成支援事業」を平成５年から推進し、看護留学生
と看護師を約６０名養成した。この経験と実績を
基にフィリピン人介護ヘルパー受入れ養成プロ
グラムを実施するものである。フィリピンは１５万
人ものナース・ケアギバーを世界各地に送り出
し、質の高さには好評がある。この良質な人材を
安定的かつ長期的に確保し、もって施設利用者
に質の高いサービスを提供する。また当該ヘル
パー帰国後はフィリピン国内に長期滞在する日
本人シルバー世代に日本的介護を提供する人
材となる。看護系大学卒業者に１年間の渡航前
事前教育をし、高度かつ実用的な日本語コミュニ
ケーション能力を養成する。特定活動ビザで来日
し、ヘルパー２級を修得して就労に入る。実務経
験を積み介護福祉士資格を取得して医療ビザに
資格変更する。①ビザの未整備。②日本語能力
の測定基準。③介護福祉士受験資格など規制は
多々ある。

1074 10741010
外国人研究者、情報処
理技術者受入れ事業の
大学院留学生への適用

博士、修士の学位を得て国内の大学院を修了した外国人留
学生が特区内の該当機関に研究者、情報処理技術者として
就職する場合、左記特定事業の適用を認める

現在、国内在住の外国人が左記特定事業の適用を受けるためには、研究者に
ついては「教授」、「研究」の在留資格を有しているもの、情報処理技術者
については上記に加え「技術」等の就労資格を有しているものからの変更に
限られている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これ
を国内の大学院修了者にも適用しようとするものである。修士、博士の学位
を得た留学生は高度で専門的な知識、技能を有していることが客観的に担保
されている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これに
より、わが国の企業、研究機関にとって、海外のみならず国内からも優秀な
外国人を確保、活用する範囲が広がり、研究活動や起業の活発化、地域経済
の活性化が期待できる。また、こうしたインセンティブによって外国人留学
生全体のレベルアップも期待できる。

同左 兵庫県
神戸国際
行政書士
事務所

有能な外国人留学生
の確保・活用

　現在、国内在住の外国人が上記特定事業の適
用を受けるためには、「教授」、「研究」等一定の
就労資格を有しているものからの変更に限られ
ている。これを国内の大学院修了者にも適用しよ
うとするものである。　　　　　　　修士、博士の学
位を得た留学生は高度で専門的な知識、技能を
有していることが客観的に担保されている。これ
により、わが国の企業、研究機関にとって、海外
のみならず国内からも優秀な外国人を確保、活
用する範囲が広がり、研究活動や起業の活発
化、地域経済の活性化が期待できる。また、こう
したインセンティブによって外国人留学生全体の
レベルアップも期待できる。

1114 11141010 外国人研究者受入促進
事業の拡充

特区内で認定を受けた特定活動資格で行うことができる活
動に、「教授」としての活動を加える。

大学で教授として活動を行う外国人が、自らの研究の成果を利用して事業活
動を行う場合、特定活動資格を取得し、事業活動を行いながら引き続き教授
として活動を続けることができる。これにより海外の優秀な教授に対する需
要、及び来日した外国人教授による研究活動の成果により新事業が創出さ
れ、地域及び国の経済活性化の起爆剤となる。

教授の資格により、在留している特区内の外国人が、研究成果を事業化する場
合に、当該特例措置を利用して特定活動への資格変更をした場合、現行では、
教授の活動が特定活動に含まれなく、引き続き教授の活動も行おうとする場合
は資格外活動許可を得なければならず、当該外国人の身分が不安定となる。ま
た、そもそも資格外活動は留学生に対する就労支援が主であり、このような場
合には、なじまない。

福島県 福島県 知的・創造開発特区

本県では、平成１５年４月に外国人研究者の受
入促進事業を盛り込んだ特区計画の認定を受け
ているが、当該特区で利用している特例措置の
拡充を以下のとおり要望するもの。①特定活動
に教授活動を含める。②入国許可条件における
報酬要件の完全撤廃

1325 13251030 外国人研究者が研究の
指導を行うことの容認

特区内に所在する大学等において研究活動を行う外国人研
究者が、報酬を受けて研究生に対し研究の指導を行うこと
を容認する。

近年、研究活動が高度化・複雑化している中で、大学等の研究機関では、研
究者が研究生等とともに研究活動を行うことが一般的であり、研究の過程で
研究者が指導を行うことにより、研究者の知識、技能が研究生に移転されて
いる。この指導活動を報酬を受けて行う場合、資格外活動の許可を受ける必
要があり、外国人研究者本人がその申請手続きを行わなければならない。こ
の手続きを免除することにより、優秀な外国人研究者による指導をより活発
化させ、研究者が持つ知識や技能の地域への波及と次世代を担う人材の育成
を図る。

資格外活動許可申請については、「特定事業等に係る外国人の入国・在留諸申
請優先処理事業」により、優先的に処理されることとされているが、外国人研
究者本人が出頭する必要があり、研究者の負担となっているとともに、研究及
び指導活動のスムーズな開始の妨げとなっている。

愛知県 愛知県 あいち・なごやモノづく
り研究開発特区構想

名古屋大学をはじめとする優れた大学・研究機
関の集積を生かし、海外の優秀な外国人教授・
研究者等を招きやすい環境を整えることにより、
地域の研究開発機能の強化を図るとともに、次
世代の｢モノづくり｣を担う人材の育成を図る。ま
た、インキュベーション施設における産学連携を
強化するとともに、外国人教授等の研究を活用し
たベンチャー企業の創出を促し、本地域が持つ
高度な｢モノづくり｣の技術とノウハウを生かした
新産業の創出・育成を図る。
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1114 11141020 外国人研究者受入促進
事業の適正な運用

特定活動資格を申請する外国人研究者が給与等の報酬を全
く得ない場合でも当該資格を与える。

ベンチャー企業による研究開発が盛んな中、共同研究という形で外国企業と
提携する事例が増えているため、そのような提携先企業からの研究者を受け
入れやすい環境整備をすすめ、研究開発を促進させ、その成果による新産業
の創出、地域及び国の経済活性化を図る。

現行の特例措置では、研究者に係る上陸審査基準が適用されないため、経歴要
件や報酬要件は適用されないはずであるが、所管官庁内の内部通達の規定によ
り、受入企業が給与を支給しない場合、研究活動がどうか確認できないとの理
由で特定活動資格が認められない事態があり、本特区計画の推進を妨げる要因
となっているため。共同研究には様々な形態があり、派遣企業と受入企業との
間で研究成果は折半する代わりに給与は派遣企業が負担するということはベン
チャー企業にはよくある事例であり、給与の支給等を証明できなくても、企業
間同士の共同契約書等の資料提出等により特定活動資格を与える処置が望まし
い。

福島県 福島県 知的・創造開発特区

本県では、平成１５年４月に外国人研究者の受
入促進事業を盛り込んだ特区計画の認定を受け
ているが、当該特区で利用している特例措置の
拡充を以下のとおり要望するもの。①特定活動
に教授活動を含める。②入国許可条件における
報酬要件の完全撤廃

1325 13251010
外国人に対する「教
授」在留資格の期間延
長

「教授」資格により在留し、大学等において研究、研究の
指導又は教育活動を行う外国人教授の在留期間を３年から
５年に延長する。

「教授」資格における「研究の指導又は教育をする活動」については特区法
の「研究を行う業務に従事する活動」に該当しないため、「教授」資格によ
り在留し、研究活動以外に「研究の指導又は教育をする活動」を行う外国人
教授等の在留資格は最長３年間となっている。この在留期間を５年間に延長
することにより、教授等が行う研究、研究の指導または教育活動を行うため
の十分な時間を確保し、優れた人材を海外から招きやすい環境を整え、地域
産業及び経済の活性化を図るとともに、次世代を支える優秀な人材の育成を
図る。

現行の最長３年間の在留期間では、在留期間中に研究の成果を具体化させるこ
とは困難であり、また、研究の指導を受ける研究生等が、新たな研究成果を生
むまで十分な指導を受けることができず、学生も講義等による一環した指導を
受けることが困難である。
「外国人研究者受入れ促進事業」においては、「教授」資格により研究、研究
の指導又は教育活動を行う外国人教授等が「教授」資格から「特定活動」資格
に変更すれば、５年間の在留が可能となるが、その一方で、従来は「教授」の
在留資格で認められていた「研究の指導又は教育活動」について資格外活動許
可申請を外国人教授等本人が出頭して行わなければならず、不合理である。大
学等においては、教授、助教授、講師等、「教授」資格で在留する外国人は研
究以外に研究の指導、教育活動をあわせて行うことが一般的であり、この手続
きの煩雑さが、「教授」資格で在留する外国人教授等が特例措置を活用する妨
げとなっている。

愛知県 愛知県 あいち・なごやモノづく
り研究開発特区構想

名古屋大学をはじめとする優れた大学・研究機
関の集積を生かし、海外の優秀な外国人教授・
研究者等を招きやすい環境を整えることにより、
地域の研究開発機能の強化を図るとともに、次
世代の｢モノづくり｣を担う人材の育成を図る。ま
た、インキュベーション施設における産学連携を
強化するとともに、外国人教授等の研究を活用し
たベンチャー企業の創出を促し、本地域が持つ
高度な｢モノづくり｣の技術とノウハウを生かした
新産業の創出・育成を図る。

1325 13251020 「教授」在留資格で可
能な活動範囲の拡大

「教授」資格により在留し、大学等において研究、研究の
指導又は教育活動を行う外国人教授が、その研究成果を利
用して起業しようとする際に、在留資格を変更することな
く投資・経営を行うことを容認する。

「教授」資格における「研究の指導又は教育をする活動」については特区法
の「研究を行う業務に従事する活動」に該当しないため、「教授」資格によ
り在留する外国人教授等がその研究成果を活用して起業しようとする場合は
資格外活動の許可又は「投資・経営」への在留資格変更許可を受けることが
必要となる。これらの許可を受けることなく経営活動を行えるよう外国人教
授等の活動範囲を拡張することにより、産学連携の強化及び大学等を拠点と
する新産業の創出を図る。

近年、大学発のベンチャー企業の起業が増加しつつあり、地域経済の活性化に
貢献しているが、その経営活動に外国人教授等が参加している例は少ない。
「外国人研究者受入れ促進事業」においては、「教授」資格により研究、研究
の指導又は教育活動を行う外国人教授等が「教授」資格から「特定活動」資格
に変更すれば、経営・投資活動が可能となるが、その一方で、従来は「教授」
の在留資格で認められていた「研究の指導又は教育活動」について資格外活動
許可申請を外国人教授等本人が出頭して行わなければならず、不合理である。
大学等においては、教授、助教授、講師等、「教授」資格で在留する外国人は
研究以外に研究の指導、教育活動をあわせて行うことが一般的であり、この手
続きの煩雑さが、「教授」資格で在留する外国人教授等が特例措置を活用する
妨げとなっている。

愛知県 愛知県 あいち・なごやモノづく
り研究開発特区構想

名古屋大学をはじめとする優れた大学・研究機
関の集積を生かし、海外の優秀な外国人教授・
研究者等を招きやすい環境を整えることにより、
地域の研究開発機能の強化を図るとともに、次
世代の｢モノづくり｣を担う人材の育成を図る。ま
た、インキュベーション施設における産学連携を
強化するとともに、外国人教授等の研究を活用し
たベンチャー企業の創出を促し、本地域が持つ
高度な｢モノづくり｣の技術とノウハウを生かした
新産業の創出・育成を図る。

1557 15571070 外国人IT技術者の在留
資格要件の緩和

①外国の専修学校の卒業者へ「技術」の在留資格を付与す
る。
②「技術」の在留資格の基準にある実務経験10年を緩和す
る。
③研究機関や技術機関等の推薦をもって「技術」の在留資
格基準の実務経験10年を緩和する。

①外国人技術者の活用策として。IT技術者試験制度が法令化されているが、
新たにIT関係の専修学校の卒業者に在留資格を付与することにより、民間企
業によるソフトウエア開発を促進する。
②③技術の進展が著しいIT関連で、若い優秀な技術者を確保し、ソフトウエ
ア開発などを促進する。

①高度な教育を行っている専修学校の卒業者を活用することは大変有効であ
る。各国においても専門士の称号を付与することにより、一定の知識・技術を
評価していることから、正式な相互認証の制度がなくとも、それに代わるもの
として、その称号を基準に在留資格を付与できるものと考えられる。
②かならずしも10年以上の実務経験がなくとも、一定の知識・技術を評価する
ことは可能である。
③ITなどの先端技術産業の関連では、能力を踏まえた上での推薦は必然であ
る。

東京都、神
奈川県

東京都、神
奈川県、横
浜市、川崎
市

東京湾岸地域におけ
る経済特区

東京湾岸地域は、産業構造の転換などに伴い、
空洞化等の問題が生じているが、新しい動きとし
て、今後成長が期待される、環境・エネルギー、
先端的な研究開発型企業など、高度な知的資源
が立地しつつある。そこで、立地特性を踏まえ、
法規制の緩和とともに、税の優遇措置、融資制
度の創設・拡充などを講じることにより、環境・エ
ネルギーなどの成長産業の拠点形成を進め、世
界を牽引する経済拠点へと発展させ、経済活性
化を促進する。

1015 10151010

　「出入国管理及び難
民認定法第7条第1項第
2号の基準を定める省
令」の「法別表第1の2
の表の技能の項の下欄
に掲げる活動」の「基
準」の追加

　現行の「出入国管理及び難民認定法」の第19条在留にお
ける別表第1の2における「技能」の項目において、林業に
係る技能について実務経験のあるものを対象とすること。
具体的には、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号
の基準を定める省令」の「法別表第1の2の表の技能の項の
下欄に掲げる活動」の「基準」欄に次の一文を追加する。
十　林業に係る技能について、その技能を有することを所
属する国によって証明された者で、　当該技能を要する業
務に従事するもの。

　中国からの林業技術技能者10名を根羽村森林組合において林業の職種で受
け入れ、村有林の間伐を年間約60ha行い、約2,500? の間伐材を搬出するも
の。

0 長野県 長野県根
羽村

「根羽村林業振興のた
めの中国からの人的
支援特区」

　根羽村では地理的条件等から市町村合併が困
難なため、村有林から間伐材を搬出して、製材加
工することにより木材の付加価値を高め、今後の
村政における財源を確保したい。ところが、現在
の森林組合の作業員体制では間伐材の搬出が
困難なため、現在、林業の就労性において閉塞
感のある中国から優れた林業技術技能者を森林
組合に就労という形態で迎え入れ、村有林の間
伐材を搬出したい。しかしながら、現行の「出入
国管理及び難民認定法」の在留資格における技
能の項目に「林業」が存在せず、外国からの技能
者が林業で就労できないため、特区提案によりこ
れを加え、中国からの林業技術技能者が林業の
職種で森林組合に就労できるようにしたい。
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05 法務省（特区）
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番号
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番号
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構想(プロジェクト)の名
称 提案概要

1580 15801040
観光業務に従事する外
国人労働者の在留資格
要件等の緩和

・観光関連業務で高度なサービスを提供する外国人ホテル
マンなどを対象とし、「接客に係る技能を有する業務」に
ついて在留資格に追加する。
・外国人ホテルシェフやラフティングなどのアウトドアガ
イドを対象とし、「料理の調理やスポーツの指導に係る技
能を有する業務」に従事する外国人労働者の在留期間を延
長する（３年又は１年→５年又は３年）。

ホテルや旅館などの観光関連施設や、アウトドア活動において、専門性を活
かしたサービスを行うことができる外国人の受入を積極的に進めることによ
り、道内観光従事者の外国人観光客へのホスピタリティの向上が図られる。

道内のホテルや旅館などの観光関連施設やラフティングなどのアウトドア活動
において外国人を受け入れ、外国語会話が堪能で専門性を活かしたサービスを
行うことができる人材を確保することにより、北海道を国際的にも通用する観
光地とすることが必要である。

北海道 北海道 外国人観光客倍増プ
ラン

　北海道経済に大きなウエートを占めている観光
産業は、関連する産業の裾野が広く、地域経済
への波及効果が大きいことから、積極的な観光
振興施策が必要であり、特に東アジア地域から
の道内地方空港への国際チャーター便を利用し
た外国人観光客の来訪が増加しているため、こ
れに対応した体制づくり等を進める必要がある。
　このため、東アジアの人々が観光旅行しやすい
環境づくりや外国人観光客の受け入れ体制の整
備などを通して、外国人観光客の誘致促進を図
り、戦略的な北海道の国際観光を展開する。

1165 11651010
「短期滞在」の在留資
格に対する再入国許可
の発給

「短期滞在」の在留資格に対しては、「入国・在留審査要
領」で再入国許可の発給が認められていない。
福岡アジアビジネス特区内の日本企業と中国企業の間で国
際間の業務委託が結ばれ、その関係で本邦に「短期滞在」
の在留資格で滞在する中国人ビジネスマンに対して、再入
国許可を発給できるようにする。

国際間の業務委託の関係で、短期滞在の在留資格で本邦に滞在する外国人に
対し、再入国許可（数次）を認めることにより、外国からの行き来を容易に
し、もって、国際間のビジネス提携を促進する。

　福岡アジアビジネス特区内のＳ企業は中国企業にシステム開発を外注してい
る。そのため、中国人ビジネスマンが仕様書の協議や納品後のトラブル処理な
どのために本邦に短期滞在の在留資格で滞在しているが、業務の性格上、在留
期間中に数回中国と日本を行き来することが余儀なくされるケースも多い。
　ところが、短期滞在の在留資格には再入国許可の適用がなく、一度中国に帰
国し、再度日本に入国する場合は新たに短期滞在査証を取る必要があり（数次
査証がない場合）、査証をとるのに２週間程度かかり、業務遂行上支障が生じ
ている。
　そのため、福岡アジアビジネス特区内の日本企業と中国企業の間で国際間の
業務委託が結ばれ、その関係で中国人が「短期滞在」の在留資格で本邦に滞在
する場合は再入国許可を認める。
　これにより、中国と日本との間の行き来が容易となり、日本企業と中国企業
との間の国際間のビジネス連携が促進される。

福岡県 福岡県
福岡市

福岡アジアビジネス特
区

ＩＴのソフト開発など日本企業と在外の外国企業と
の間で国際間の業務委託が進展する中、外国人
が行き来しやすい環境を整備し、国際間のビジ
ネス提携を促進するため、数次査証や再入国許
可の発給要件の緩和と上記企業間の企業人の
行き来を容易にする新たな在留資格を提案す
る。
また、アジアの交流拠点として質の高い留学生
の受入れを推進するため、国費留学生などの奨
学金の受給が決定している留学生について、在
留資格認定の優先処理を提案する。

1578 15782050 入国審査における産業
観光への理解と協力

  新たな観光形態に対応するため、工場の視察見学等の産
業観光が「短期滞在」の在留資格で認められている活動で
あることを明確にする。
・具体的内容
  正式な見解を表明するか、表第１の３ 「短期滞在」の項
下段に「産業観光」の文言を追加する。

 上海を始め、各国の現地旅行社向けにアピールし、誤解を解く。

  出入国管理及び難民認定法別表第１の３ 「短期滞在」の項下段「本邦にお
いて行うことができる活動」には、工場の視察見学等の産業観光は含まれず、
「短期滞在査証」（いわゆる「観光ビザ」）では日本への入国ができない、と
の風評が上海の旅行代理店の間に広がっており、また実際に送り返された例が
あるという話もある。
  そこでこの誤解を解き、日本への観光客の一層の増加についての協力を求め
る必要がある。

静岡県

静岡県、沼
津市、熱海
市、三島
市、伊東
市、下田
市、伊豆
市、東伊豆
町、河津
町、南伊豆
町、松崎
町、西伊豆
町、賀茂
村、伊豆長
岡町、戸田
村、函南
町、韮山
町、大仁
町、清水
町、長泉町

伊豆地域交流拡大構
想

・伊豆地域は、従来、首都圏の大消費地を背景
に、日本有数の観光地を形成しているが、近年、
当地を訪れる観光交流客数は減少傾向にある。
また、本県への外国人観光客の訪問数は20万
人（2002年度：JNTO調査）に過ぎないという現状
である。
・そこで、今回、伊豆地域の①｢国際観光交流の
促進（新規顧客（外国人観光客）の開拓）｣、と②
魅力の創造を図り、「交流の拡大」に向けた取り
組みを推進することにより、地域経済の活性化と
雇用の創出を図る伊豆地域交流拡大構想を提
案する。

1165 11651020 「国際請負業務」の在
留資格の新設

短期滞在査証に対応する在留資格としては現在、「短期滞
在」のみとなっているが、新たに本邦の企業と外国の企業
との委託契約又は請負契約に基づき、本邦に断続的に滞在
して行う会合への参加、業務連絡、その他の当該契約に基
づき実施される業務に従事するための活動を行う「国際請
負業務」という在留資格を新設する。

福岡アジアビジネス特区内の日本企業と在外の外国企業との間で国際間の業
務委託が結ばれており、その関係で短期滞在査証で本邦に来日する外国人に
対しては、新たに「国際請負業務」という在留資格を新設し、かつ、再入国
許可を与えることにより、国際間のビジネス提携を促進する。

　ＩＴのシステム開発など日本企業と在外の外国企業との間で国際間の業務委
託が増加し、業務の関係上、仕様書等の協議やトラブル処理などのために、短
期滞在の在留資格で本邦に在留する外国人が増加している。
　これらは業務の性格上、短期滞在の在留期間中に頻繁に来日する必要がある
ことも多いが、短期滞在の在留資格には再入国許可が認められていなく、この
ため、再度、日本に入国する場合は新たに短期滞在査証を取得する必要があ
り、業務遂行上支障が生じている。
　これら国際間の委託業務の関係上、来日する外国人に対しては、現在の「短
期滞在」の在留資格では対応できない状況が生じている。
　ついては、日本企業と在外の外国企業との間で国際間の業務委託が行われて
いる場合で、業務上、短期滞在査証で来日する外国人に対しては、新たに「国
際請負誼業務」の在留資格を設け、なおかつ、再入国許可を認める。
　このことにより、国際間のビジネス提携が促進される。

福岡県 福岡県
福岡市

福岡アジアビジネス特
区

ＩＴのソフト開発など日本企業と在外の外国企業と
の間で国際間の業務委託が進展する中、外国人
が行き来しやすい環境を整備し、国際間のビジ
ネス提携を促進するため、数次査証や再入国許
可の発給要件の緩和と上記企業間の企業人の
行き来を容易にする新たな在留資格を提案す
る。
また、アジアの交流拠点として質の高い留学生
の受入れを推進するため、国費留学生などの奨
学金の受給が決定している留学生について、在
留資格認定の優先処理を提案する。

1165 11651040 外国人留学生の入学・
在留申請の優先処理

国費留学生や短期留学推進制度による留学生などについ
て、入国・在留申請を優先的に処理し、現行入国管理局に
申請してから在留資格認定証明書の発行まで３週間程度要
しているところを１週間程度に短縮する。

アジアの交流拠点として質の高い留学生の受入れを推進するため、次に掲げ
る奨学生の入国手続きの円滑化・迅速化を図る。
・外国人国費留学生（大使館及び大学の推薦によるもの）
・短期留学推進制度による留学生（大学間学生交流協定等に基づく１年以内
の短期間の留学生）
・外国政府派遣留学生（外国政府の経費負担により派遣されている留学生）
・留学生支援無償資金協力事業による留学生（外務省の人材育成奨学計画に
基づき派遣された留学生）
・九州大学フレンドシップ奨学金制度による留学生

渡日前に奨学金の受給が決定している国費留学生や短期留学推進制度による留
学生などについては、国等の機関による審査が事前になされており、また、経
済的裏付けが確定していることから、他の留学生に比して審査を簡略化するこ
とが可能と考えられるが、他の留学生と同様に審査期間に長期を要しているこ
とから、質の高い留学生の受入れを推進するために、当該特例措置を求めるも
の。

福岡県 福岡県
福岡市

福岡アジアビジネス特
区

ＩＴのソフト開発など日本企業と在外の外国企業と
の間で国際間の業務委託が進展する中、外国人
が行き来しやすい環境を整備し、国際間のビジ
ネス提携を促進するため、数次査証や再入国許
可の発給要件の緩和と上記企業間の企業人の
行き来を容易にする新たな在留資格を提案す
る。
また、アジアの交流拠点として質の高い留学生
の受入れを推進するため、国費留学生などの奨
学金の受給が決定している留学生について、在
留資格認定の優先処理を提案する。
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1346 13461020 外国人労働に関する規
制緩和

○自由な発想で留学生を交えた異文化共存型の人材育成を
行うため、留学生の就労やインターンシップなどを容易に
するよう外国人労働に関する規制を緩和すること。

○関西全域の大学・研究機関の集積を活かした広域ネットワーク連合大学院
を設立し、海外の大学・研究機関とも連携して、自由な発想で留学生を交え
た異文化共存型の人材育成を行う。

○留学中の居住・就労やインターンシップなど留学生にとって魅力ある環境
を整える。

○自治体等が整備を進めている高度情報通信インフラ等を広域的に活用し、
働きながらでも、どこでも、いつでも学べるユビキタス型の人材育成を行
う。

　関西の活性化には産業再生が不可欠であり、産業の発展を担うべき多様な人
材を育成する観点から、複合領域型、異文化共存型、ユビキタス型の新しい人
材育成を行うことは関西にとって重要な課題である。
　関西地域では多くの大学や研究機関が立地しており、高等・専門教育の高い
ポテンシャルをもっているにもかかわらず、大学や研究機関の経営の自由度が
低く、外国人留学生の受け入れや社会人入学枠などを含め主体的、機動的な組
織設置等が困難なため、集積のメリットを享受できていない。利用者の観点か
らみても、学校間における転編入の自由度がなく、授業等学校から受けるサー
ビス内容に不満をもっていても一旦入学すれば、卒業まで在籍することとな
る。国立大学法人、公立、私学等を問わず、完全に自由に転編入を可能にすれ
ば、利用者側の利便性は格段に向上し、学校経営も劇的に変わるので教育環境
が格段に良くなることが期待される。

大阪府、京
都府、兵庫
県

(社)関西経
済連合会、
(社)関西経
済同友会、
関西経営
者協会、
大阪商工
会議所、京
都商工会
議所、神戸
商工会議
所

複合領域型、異文化
共存型、ユビキタス型
など新しい人材育成

○関西全域の大学・研究機関の集積を活かした
広域ネットワーク型の連合大学院を設立し、文
系・理系を通じて複数の専門性をもったで複合領
域型の人材育成を行う。
○海外の大学・研究機関とも連携し、自由な発想
で留学生を交えた異文化共存型の人材育成を行
う。このため、留学中の居住・就労やインターン
シップなど留学生にとって魅力のある環境を整え
る。
○自治体等が整備を進めている高度情報通信イ
ンフラ等を広域的に活用し、働きながらでも、どこ
でも、いつでも学べるユビキタス型の人材育成を
行う。
なお、本提案は「関西州（産業再生）特区構想」に
おける12の具体的事業構想の一つである。

1366 13661010

「外国大学の日本分校
の認定とそれに伴う外
国人学生に対する留学
在留資格の特例」

外国大学日本校は大学と認められていないため、海外から
入学を希望する外国人学生に対し、在留資格の「留学」を
与えることができない。日本の大学となるためには大学設
置基準および学校法人設立の条件を満たしていなければな
らない。しかし外国大学の日本校が、日本の大学として諸
基準を適用し認可されることは、外国大学がその特徴をそ
のまま生かし運営していくことを困難にし、実情に則して
ない。そこで、外国大学の日本校がその国の正式な認定機
関から認定を受けている場合、または認定を受けかつ教育
内容の質を証明する新たな基準を満たす場合、その大学を
教育制度上｢外国の大学」とし、その｢外国の大学」が学校
教育法一章の第一条にある大学に準ずるものであるという
公的な認定を文部科学省が行う。これを受けて、法務省は
大学に準ずるこの「外国の大学」に入学が認められた外国
人学生に対し、在留資格「留学」を与える。

テンプル大学ジャパンには外国人学生から多くの入学希望があるが、現在外
国人学生は、文化活動ビザにより米国に１年以上滞在し、本校経由で来日の
場合のみ、短期間TUJに在籍することが許される。特例が認められれば日本に
おいて国際教育を求める各国からの学生を直接受け入れることが可能にな
る。また、現在短期間の滞在しか許されない学生も、希望の期間、例えば卒
業まで日本校での在籍が可能となる。外国人学生の受け入れは、大学にとっ
てキャンパスの国際化そして教育内容の充実という観点において重要である
と同時に、地域にとってもその国際化と経済活性化に直結するものである。

４次提案で、法務省から本提案に対して1.日本の大学と同等の教育水準という
客観的指標があること　2.学校教育法に定める大学院への入学資格を認められ
ていること、と回答があった。1.に対しては文部科学省が日本の大学と同等で
ある旨の公的な認定を行うことにより客観的指標となる。2.に対してはすでに
日本の大学院への入学が多数認められている実績がある（添付資料３「ＴＵＪ
卒業生の大学院(日本）進学先およびその履修キャンパス」参照）。また、文
部科学省が日本の大学と同等である旨の公的な認定を行うことにより、学校教
育法にある大学院への入学資格が正式に認められることになる。

東京都 テンプル大
学ジャパン

国際高等教育推進特
区

港区は経済的、政治的に国際化が進み外国大
学日本校の果たす役割が大きいが、港区に位置
し22年間の実績を持つテンプル大学ジャパンは、
日本での認可がないため運営上不利益な立場
に立つ。そこでカリキュラム内容や運営はそのま
まに、本校を認定する認定機関からの認定があ
る場合、または認定とその教育内容の質を証明
する新たな基準を満たす場合、日本の大学また
はそれに準ずるものとし、同等の法的立場を与え
る。これにより学生の経済的負担が軽減し国際
的人材の育成、留学生等の受入れ拡大による地
域の国際化、経済活性化が促進し、国際教育の
拠点としてあらゆるリソース提供が可能になる。

1505 15051020

会津若松市における外
国人起業希望者の就労
時間等の緩和と投資・
経営資格の緩和

外国人起業希望者の資格外活動時間を延長し、また、起業
しやすくすることによって、優秀な外国人のノウハウを地
域に還流する。

・起業希望留学生の資格外活動期間28時間／週の緩和　・投資経営資格　法
人2名以上の雇用を１名程度　　投資規模500万円以上の低減

会津若松市は、会津大学を核としたベンチャー企業の創出を中心とした、地域
振興を目指している。会津大学は、数多くの人材を輩出しており、この受け入
れ態勢づくりも地域としての課題となっている。特に平成7年度に大学院が開
設され、多くの優秀な外国人留学生をも替えているが、この方々によるベン
チャー創出も視野にいれているところである。したがって、外国人留学生・研
究者の企業環境の整備のため、特定資格外活動の緩和と、投資・経営資格の緩
和を目指すものである。

福島県 福島県会
津若松市

（仮称）会津若松市知
的産業集積特区

　平成4年度に開学した会津大学におけるアジア
を中心とした留学生、その配偶者として特定資格
を取得している者に対する労働時間の制限を緩
和する。このことにより、収入の増を図ることに
よって、留学生及びその家族の生活の安定・修
学の状況の安定を図る。また、就業をつうじて、
配偶者の社会参加や地域への貢献の機会の増
を図る。合わせて、多くの優秀な留学生や外国人
研究者の起業環境を整備するために、同じく特
定資格外活動の緩和と、投資・経営資格の緩和
を目指すものである。

1001 10011010

外国人農業技術研修生
の受入れ団体として農
業技術協力を行う特定
非営利活動法人を含め
る要件の緩和

海外より農業技術研修生を受入れできる団体として、（出
入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定め
る省令の研修の在留資格に係わる基準の６号の特例を定め
る件）農業技術協力を行う特定非営利活動法人も受入れ可
能な団体として、要件の緩和

日本の田舎でできる国際協力として、農村部で取り組んでいる農業を中心と
した村おこしを、途上国の農村農業青年の経済的自立育成の手法として研修
させるために本国に招聘し、実践的な研修を含めた、経営手法や、村興しの
方策等を研修し、帰国後はその経験を活かし、途上国の農村地域のリーダー
として活動を期待し、それに必要なサポートを行う。
将来的には各国間で締結されるであろう自由貿易協定を、見据えながら対等
なビジネスパートナーとして育成する事による海外の農業経営者の経済的自
立支援や、日本の農業経営者の海外進出に貢献していきたい。

当協会は、平成１４年８月より海外より、３名の農業技術研修生を受入れし、
現在まで計３回受入れてきたが、前回平成１５年１２月に入国管理局に在留許
可申請をしたところ、今まで在留出来ていたのは、当局の誤りであったとの事
で、次回よりは、特定非営利活動法人としての受入れは不可能との回答であっ
た。調べてみると現在、海外よりの農業技術研修生の受入れが可能な団体とし
て農業協同組合、農業技術協力を行う公益法人があるが、農業協同組合につい
ては、本来国際貢献する目的の団体ではなく、また、私たちの目的である海外
進出を事業とする事は、不可能である。農業技術協力を行う公益法人について
は、農村部においては、皆無である。私たちの理想とする国際協力・貢献は現
実的に不可能となっている。昨年度は、アフリカで活動しているNGO団体より
研修生受入れについて準備していたところであるがとん挫している。出来れ
ば、世界中より、意欲のある青年農業者を受入れ、ネットワークを構築してい
きたい。

愛媛県

特定非営
利活動法
人　研修生
招聘協会

農村国際協力推進構
想

海外より農業技術研修生を受入れできる団体と
して、（出入国管理及び難民認定法第７条第１項
第２号の基準を定める省令の研修の在留資格に
係わる基準の６号の特例を定める件）農業技術
協力を行う特定非営利活動法人も受入れ可能な
団体として、要件の緩和を求める提案です。日本
の田舎でできる国際協力として、途上国の青年
農業者を日本の農村に受入れ、実践的な技術あ
るいは、経営手法、村興しの方策を研修し、帰国
後には、対等なビジネスパートナーとして育成す
る事による農民の自立支援や、日本の農業経営
者の海外進出に貢献できればと考えています。

1578 15782010
宿泊施設、観光施設へ
の外国人研修生の受入
れ促進

  外国人研修生を受入れることは、宿泊施設、観光施設にとって
外客受入のノウハウを得、また日本の観光施設についての情報
を海外に伝えることができ、他の従業員や近在の観光施設の国
際理解推進も期待できるため、非常に有益である。
  そこで、在留許可の認定基準の緩和により、特に中国を始めと
した東アジアからの研修生の受入れを促進する。

・具体的内容
  出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定め
る省令 の「研修」の基準に「ホテル・旅館等宿泊施設、観光施設
での外国人接遇業務」が含まれることとする。
  また、申請人の属する受入れ機関の制限を緩和し、「地方自治
体が特に認めた者」を対象にする。

中国を始めとした東アジアからの研修生の県内ホテル・旅館、観光施設への
受入れ

宿泊施設、観光施設での外国人観光客受入れの阻害要因の一つに、受入施設側
の意識の問題がある。
  外国人観光客に対して、風俗習慣の違いにどう対応してよいか分からない点と漠
然とした苦手意識により、受入れに消極的になっている。
  外国人研修生の受入れは、外客受入のノウハウを得るほか、当該施設だけでなく
所在観光地のの情報を海外に伝えることができ、他の従業員や近在の観光施設の
国際理解推進も期待できるため、今後、外国人観光客受入れを進めるためには、有
益な方法である。
  しかし、現状では宿泊施設、観光施設での外国人研修生受入れは、地方自治体や
特定法人によるもの以外には認められていないのが実情である。
  そこで、外国人研修生をホテル･旅館に受入れるため、在留資格を取得する要件の
緩和を求めるものである。

静岡県

静岡県、沼
津市、熱海
市、三島
市、伊東
市、下田
市、伊豆
市、東伊豆
町、河津
町、南伊豆
町、松崎
町、西伊豆
町、賀茂
村、伊豆長
岡町、戸田
村、函南
町、韮山
町、大仁
町、清水
町、長泉町

伊豆地域交流拡大構
想

・伊豆地域は、従来、首都圏の大消費地を背景
に、日本有数の観光地を形成しているが、近年、
当地を訪れる観光交流客数は減少傾向にある。
また、本県への外国人観光客の訪問数は20万
人（2002年度：JNTO調査）に過ぎないという現状
である。
・そこで、今回、伊豆地域の①｢国際観光交流の
促進（新規顧客（外国人観光客）の開拓）｣、と②
魅力の創造を図り、「交流の拡大」に向けた取り
組みを推進することにより、地域経済の活性化と
雇用の創出を図る伊豆地域交流拡大構想を提
案する。
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05 法務省（特区）

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提
案事項管理

番号

規制の特例事項（事項
名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 （再）提案理由 都道府県

名
提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称 提案概要

1505 15051010
会津大学の留学生の配
偶者等被扶養者の就労
時間等の緩和

留学生及び留学生の被扶養者として滞在している者の資格
外活動期間を、留学生については長期休業期間について、
配偶者については、緩和された留学生の長期休業期間内の
範囲で規制緩和を願うものである。

週当たり28時間とされいる留学生の配偶者の資格外活動期間を、留学生本人
の長期休業期間内で緩和することによって、業務の選択肢や収入金額の増を
図ることにより、修学状況の安定をはかることはもとより、配偶者の社会参
加、地域社会への貢献の機会の増を目指すことにより､優秀な外国人研究者の
地域定着の契機とする。

　平成4年度に開学した会津大学は、平成7年度に大学院が開設し、アジアを中
心に多くの留学生が学んでいる。その中には、家族で留学生活を送っている
方々もあり、本国と日本の物価の格差格差が､生活を圧迫している状況も見受
けられる。このような状況をすこしでも軽減しするため、学生およびその配偶
者として特定資格を取得している者に対する労働時間の制限を緩和する。この
ことにより、の就労にかかる選択肢を増やし、収入の増を図ることによって、
留学生及びその家族の生活の安定、修学の状況の安定を図る。また、就業を通
じ、配偶者の社会参加や地域への貢献の機会の増を図る。

福島県 福島県会
津若松市

（仮称）会津若松市知
的産業集積特区

　平成4年度に開学した会津大学におけるアジア
を中心とした留学生、その配偶者として特定資格
を取得している者に対する労働時間の制限を緩
和する。このことにより、収入の増を図ることに
よって、留学生及びその家族の生活の安定・修
学の状況の安定を図る。また、就業をつうじて、
配偶者の社会参加や地域への貢献の機会の増
を図る。合わせて、多くの優秀な留学生や外国人
研究者の起業環境を整備するために、同じく特
定資格外活動の緩和と、投資・経営資格の緩和
を目指すものである。

1598 15982160 プロジェクトC-3 通訳
の雇用・育成 0 学校の夏季休暇などを活用して、外国語講師などを行なう外国人大学生に対

する在留資格の付与 0 滋賀県 柚木俊一
郎 忍者プロジェクト

甲賀は古来より忍者の里として有名な地方であ
ります。今や世界のNINJAとして知られるように
なっていなす。しかし、後を残さず活躍した彼らは
その行動も業績も謎のまま眠っています。その本
当の忍者の姿を知っていただこうと開村したの
が、忍術村でありました。世界に有名な忍術も
個人の力で無一文から作り22年間がんばってま
いりましたが、現在まで国・県・町の援助もないま
まです。観光立国　日本の代表的な忍者をもう一
度世界に送り出す計画が忍者プロジェクトです。

1035 10351010
旭川空港の通関、検疫
（C.I.Q)業務を民間企
業に委託する。

所管官庁職員のみで実施されている規制を撤廃する。 国際線定期便を就航させる。　　　　　　　　　　平成15年度200便足らずの
チャーター便で地域経済の総合波及効果は5億4千万円超と推計されている。 所管官庁職員の旭川空港配置が困難。 北海道 澤渡　久芳 旭川空港に通関、検疫

体制を整える。

旭川空港は、1200ｍ滑走路で開港し、その後
2500ｍに延長された。しかし未だ充分に生かしき
れてはいない。2500ｍ滑走路は、国際線の定期
便が就航する事によってはじめて充分に活用さ
れたと言える。幸いなことに当空港から近郊の北
海道を代表する大雪山脈の峰々を展望する事が
出来、チャーター便で降りた台湾等からの外国人
に聞くと評判は上々であった。旭川は北海道の
中央部に位置し、冬期を初め四季を通した全て
の自然が貴重な財産と言える。
官公署の人員配置に問題が有って通関、検疫体
制が不充分であるなら、研修を重ね民間企業に
委託して可能な限り早期に国際線定期便の就航
を促進すべきである。

1035 10352010
旭川空港の通関、検疫
業務（C.I.Q)を民間に
委託する。

関係所管官庁に依る、研修等の支援を頂き、民間に依る
（C.I.Q)業務の処理を行い一日も早く飛行場の機能を充分
に活用する事で地域経済の活性化を目指す。

C.I.Q業務を民間に委託し早期に国際線定期便を就航させ地域経済を再生す
る。

旭川空港は1200ｍ滑走路で開港し、その後2500ｍ滑走路に整備されたが、所管
官庁職員のみで通関、検疫業務（C.I.Q)が実施される事となっている為、職員
の配置に目途が立たず未だに国際線定期便が就航が出来ずその機能が充分に活
用されていない。

北海道 澤渡　久芳 旭川空港に通関、検疫
体制を整える。

旭川空港は、1200ｍ滑走路で開港し、その後
2500ｍに延長された。しかし未だ充分に生かしき
れてはいない。2500ｍ滑走路は、国際線の定期
便が就航する事によってはじめて充分に活用さ
れたと言える。幸いなことに当空港から近郊の北
海道を代表する大雪山脈の峰々を展望する事が
出来、チャーター便で降りた台湾等からの外国人
に聞くと評判は上々であった。旭川は北海道の
中央部に位置し、冬期を初め四季を通した全て
の自然が貴重な財産と言える。
官公署の人員配置に問題が有って通関、検疫体
制が不充分であるなら、

1580 15802010 ＣＩＱ業務への地方公
共団体職員の派遣

ＣＩＱ機関が繁忙期など現在の人員体制で対応できない場
合に地方公共団体の職員がその業務を行うことができるよ
うモデル的に国からの受託事務として、ＣＩＱ業務に必要
な実務知識・技術等に関する研修を受けた地方公共団体職
員がＣＩＱ業務の一部を実施する。

○　地方公共団体職員の研修実施
○　国際チャーター便の乗り入れが集中するような繁忙期などに研修を受け
た地方公共団体職員がＣＩＱ業務の一部を実施する。

上記取組を通して、円滑な国際チャーター便の就航が図られ、外国人観光客
の増加につながり、国際観光振興と地域経済の活性化が図られる。

・道内地方空港では、観光振興を視点として地域経済活性化のため、空港所在の自
治体や経済団体が積極的に国際チャーター便の誘致活動を展開してきたことによ
り、平成１２年度後半から外国人対象の国際チャーター便の乗り入れが急増してお
り、その運航の都度、空港の最寄りの各ＣＩＱ機関の出張所等の職員の出張体制に
より、対応することとなっている。
・国においては、行政改革等により定員の増は厳しい状況にあり、人員体制が必ず
しも十分でないため、他の道内空港と運航日等が重複した場合、全ての乗り入れ希
望に対応できないことや乗客の出入国に相当な時間を要することもある。
・現行、釧路、帯広、女満別、中標津空港における出入国業務については、札幌入
国管理局釧路出張所４名が、通常２～３名体制で出張して対応しており、同日複数
の空港にチャーター便が離発着する場合は、対応不可能と思われる。また、税関、
入管、検疫機関においても、空港と港湾業務が重複する場合は各機関厳しい対応
が予想される。

北海道 北海道 外国人観光客倍増プ
ラン

　北海道経済に大きなウエートを占めている観光
産業は、関連する産業の裾野が広く、地域経済
への波及効果が大きいことから、積極的な観光
振興施策が必要であり、特に東アジア地域から
の道内地方空港への国際チャーター便を利用し
た外国人観光客の来訪が増加しているため、こ
れに対応した体制づくり等を進める必要がある。
　このため、東アジアの人々が観光旅行しやすい
環境づくりや外国人観光客の受け入れ体制の整
備などを通して、外国人観光客の誘致促進を図
り、戦略的な北海道の国際観光を展開する。
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1155 11552010
退職者（ＯＢ職員）を
対象とした嘱託員によ
るＣＩＱ体制の整備

開港となった場合、新たにＣＩＱ関係職員を配備する必要
があるが、地方港湾等への配備については、人員の確保・
調整が容易でないことが予想されることから、退職者（Ｏ
Ｂ職員）を対象とした嘱託員によるＣＩＱ関連業務の実施
を提案する。

七里長浜港の開港による取扱貨物量の拡大及び同港背後圏域における各種事
業の振興。

ＣＩＱは、それぞれ所管官庁が分かれており、人員配置の調整等が困難である
ため。 青森県 青森県

七里長浜港を中核とし
た国際物流活性化構
想

本構想は、七里長浜港を開港することにより、取
扱品目の制限が解除されることで、取扱貨物量
の増大を図り、同港背後圏域において既存の特
例措置を活用しながら実施する廃自動車リサイ
クル事業、廃棄物処理センター事業、溶融炉の
熱源を利用した水気栽培農場事業等の振興を目
指すものである。
このために必要な措置として、開港指定条件の
緩和及びＣＩＱ体制の整備を提案するものであ
る。

1430 14302010 日高港を活用した地域
産業の活性化構想

【構想の概要】日高港（塩屋地区）を開港、出入国港、植
物検疫港に指定し、輸入木材船等の入港手続簡便化を図る
ことにより、他港との競争力を強化し、原木を中心とした
港湾取扱貨物の増加と、背後地域の産業の活性化を図る。
【適用する支援措置】　外国貿易を対象として整備した港
湾については、供用開始以降、外国船舶の定期的な入出港
が認められる場合、速やかに、開港指定、出入国港指定、
植物検疫港指定を行うよう、運用を見直しする。
【支援措置適用スケジュール】　平成１７年度当初から
【地域の特性】　日高港は、御坊市周辺の地場産業である
木材の取扱いを中心に利用されてきたが、既設の港湾施設
（西川地区）は、水深が浅く大型船が接岸できないこと、
背後地が狭隘で荷さばき地が十分確保できないことなどか
ら、非効率な輸送形態を強いられてきた。こうしたことか
ら、塩屋地区に大型船が接岸できる岸壁を備えた港湾が整
備され、平成１６年４月に供用を開始した。
【想定される効果】　原木を中心とした輸入貨物の取扱い
が増え、港湾及び背後地域の活性化につながる。

0

日高港は、国の重要港湾に指定され、外材直輸入を主眼において整備された港
湾であるにもかかわらず、開港、出入国港、植物検疫港に指定されていない。
このため、日高港へ原木を輸入するためには、多くの手続を他港で行った後、
入港する必要がある。水深等施設面では問題がないにもかかわらず、法的規制
のみで利用者に余分な負担を強いることになる。上記指定港となるためには、
外国船入港等の実績が必要であるが、地方の新しい港である日高港にとっては
困難である。そこで、無条件で開港、出入国港、植物検疫港に指定し、手続簡
便化を図ることが必要

和歌山県 和歌山県 日高港を活用した地域
産業の活性化構想

日高港を活用した地域産業の活性化構想
【都道府県名】　和歌山県
【申請主体】　和歌山県
【構想の範囲】　和歌山県御坊市の区域の一部
（日高港地域の一部）
【構想の概要】　日高港（塩屋地区）を開港、出入
国港、植物検疫港に指定し、輸入木材船等の入
港手続簡便化を図ることにより、他港との競争力
を強化し、原木を中心とした港湾取扱貨物の増
加と、背後地域の産業の活性化を図る。
【適用する支援措置】　外国貿易を対象として整
備した港湾については、供用開始以降、外国船
舶の定期的な入出港が認められる場合、速やか
に、開港指定、出入国港指定、植物検疫港指定
を行うよう、運用を見直しする。

1020 10202010
外国人登録法における
職権による居住の消除
等の規定の設置

現在、外国人登録法では、出国・死亡・日本国籍取得が確
認できた場合のみ外国人登録を閉鎖することになっている
ため、実態に即さず居住が登録されたままになっている例
（外国人登録で行うこととされている切替申請が長期にわ
たり行われないままになっている者・閉鎖照会の結果、閉
鎖保留とされたままになっている者）があり、行政運営上
多くの支障をきたしている。このように、外国人登録法で
居住実態のない外国人に対して行う措置が規定されていな
いことが、市の人口の把握にとって不正確な要因になると
ともに、行政運営上多くの支障をきたしている

市町村の実態調査に基づき、居住実態がないと判断できた者に対する居住の
登録の消除等が、外国人登録法上で可能となる規定の設置。

外国人登録法では、出国・死亡・日本国籍取得が確認できた場合のみ外国人登
録を閉鎖することになっているため、実態に即さず居住が登録されたままに
なっている例があり、行政運営上多くの支障をきたしている。

群馬県 群馬県太
田市

外国人登録における
職権による居住の消
除

市町村の実態調査に基づき、居住実態がないと
判断できた者に対する居住の登録の消除等が、
外国人登録法上で可能となる規定の設置を要望
するものである。

1449 14491010

　合併後の地域自治組
織への戸籍管掌、外国
人登録手続事務の継
続、及び社会福祉協議
会の設置の権限等の付
与

　合併・政令指定都市移行を目指す本地域において、本市
区域は一つの行政区になることが予定されている。行政区
においては①戸籍管掌、②外国人登録手続事務、及び③社
会福祉協議会の設置、についてその権限が与えられるが、
合併後から政令指定都市移行までの期間は一時的にその権
限を失い、事務の統一をせざるを得ない。
　合併による住民の混乱を防ぐとともに無駄なコストを省
き、スムーズな合併・政令指定都市移行を目指すために、
合併後から政令指定都市移行の期間、地域自治組織へ前述
の政令指定都市行政区の権限等を付与することができるよ
うな特例措置を求めるものである。

　合併後から政令指定都市移行までの期間において、地域自治組織が戸籍管
掌、外国人登録の手続及び社会福祉協議会の設置等の政令指定都市行政区の
権限を付与されることにより、事務統一に係る無駄なコストを抑えるととも
に、住民生活にとって重要である、戸籍、外国人登録及び社会福祉協議会に
ついて、住民の混乱を防ぎ、スムーズな合併・政令指定都市移行を目指すも
のである。

0 静岡県 地方公共
団体

スムーズ合併・政令指
定都市移行事務特区
構想

　本提案は、政令指定都市移行を目指す地域に
おいて、合併後の地域自治組織が政令指定都市
移行までの期間、戸籍管掌など行政区に与えら
れる権限を持つことができる特例措置を求めるも
のである。
　政令指定都市の行政区が持つ①戸籍管掌、②
外国人登録手続事務、③地区社会福祉協議会
の設置、の権限等は、住民生活にとって重要な
事務である。地域自治組織が政令指定都市移行
までの期間、これらの権限を維持することによ
り、合併に係る住民の混乱や無駄なコストを削減
し、合併・政令指定都市移行がスムーズに行わ
れることを目的とする。

1016 10161020
戸籍謄抄本等のファッ
クスによる申請・自宅
郵送サービス

前回の申請では、「ファックスで申請した際の申請書原本
の回収ができれば、認められる」との回答をいただきまし
た。
今回、原本回収の代替措置として、本人が市役所に来庁
し、あらかじめ本人確認番号を登録しておき、ファックス
申請の際に、申請書に本人しか知らない暗証番号を記載し
ていただくことで、本人同一性の確認ができるようにしま
した。

戸籍謄本、抄本、除籍謄本、抄本、改製原戸籍、戸籍の附票、身分証明書等
を市民等の利便及び限られた時間の有効活用を図るため、本人に１回市役所
に来庁していただき､本人確認を行い、本人だけの確認番号の登録をしていた
だいた後に、本人から24時間ファックスにより申請を受け、手数料及び郵送
料を市の専用の口座に振り込んでいただいて、市で手数料等の振り込みを確
認した後に、本人の自宅(住民登録の住所)に証明書等を郵送するサービスを
行う。

前回の回答では、「本人確認がとれない」とのことでしたが、今回、本人が、
市役所の市民課の窓口に来て、運転免許証等で本人確認を行い、本人だけが知
る本人確認番号を登録していただき、申請の際には、この本人だけが知る確認
番号を申請書に記入してもらうことで、本人と同一であると確認できるので、
ファックスによる申請を実施したい。
前回の申請で、「外国人登録原票記載事項証明書」について、ファックスによ
る申請・自宅郵送サービスが認められたので、総合的なサービスの向上を図る
ため、戸籍謄本等についても同様のサービスを実施したい。

埼玉県 埼玉県桶
川市

住民票等ファックスに
よる申請自宅郵送
サービス(住民票等
ファックス・インターネッ
トによる申請自宅郵送
サービス)

住民票、除かれた住民票、戸籍謄本、抄本、除
籍謄本、抄本、改製原戸籍、戸籍の附票、身分
証明書等を市民等の利便及び限られた時間の
有効活用を図るため、本人に１回市役所に来庁
していただき､本人確認を行い、本人だけの確認
番号の登録をしていただいた後に、本人から24
時間ファックスにより申請を受け、手数料及び郵
送料を市の専用の口座に振り込んでいただい
て、市で手数料等の振り込みを確認した後に、本
人の自宅(住民登録の住所)に証明書等を郵送す
るサービスを行う。
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1009 10092010
戸籍謄抄本等戸籍に関
する証明書交付事務を
指定管理者に委任可能

公の施設の指定管理者に限り、戸籍謄抄本等戸籍に関する
証明書交付事務（公証）を委任可能とする。

新たに設置する公の施設「（仮称）駅前サービスセンター」は、生涯学習機
能を有するほか多機能的な施設を想定。戸籍謄抄本等戸籍に関する証明書交
付事務も併設する予定であるが、当該事務を含め当施設の管理運営を地方自
治法第244条の2の指定管理者によって完全にアウトソーシング（事務委任）
する。

地域再生一次提案において他自治体から類似提案がなされた際、国からは「対
応不可」との回答があったが、本提案は地方議会で指定を受けた指定管理者に
対して民間委任するもの。指定管理者は施設の使用許可等の従来の行政処分で
あった領域まで認められていることから、さらに行政行為（公証）ができるよ
う提案するもの。

大阪府 大阪府大
東市

駅前サービスセンター
民営構想

本市では、平成18年度に市制施行50周年を迎
え、これを契機として、市の玄関口に生涯学習機
能を有した駅前サービスセンターの設置を検討し
ています。駅前サービスセンターは、①市の玄関
口として機能、②生涯学習施設としての機能、③
市役所の証明書発行等の機能を有する施設とし
て誕生する予定です。①及び②については、指
定管理者制度を活用し運営において民間のノウ
ハウを活用しようと考えていますが、③について
は民間に委任することができません。そこで、証
明書の発行等についても指定管理者たる民間企
業が実施できるよう提案するものです

1265 12652010 役場出張所機能の包括
的な外部委託

・権限移譲が必要な事務の内容、範囲
　現行法規によると、郵便局では、本人が直接出向いた場
合の住民票と戸籍の発行取次ぎ事務など８つ（別様提案の
ポイント参照）の事務しか委託ができず、特に地域住民の
生活に関わりの深い児童手当や生活保護申請、老人医療費
請求や介護認定申請ほか各種補助申請など保健福祉関係諸
手続事務等も含めた事務を包括的に外部委託する。

・委託の方法
　町が条例に基づき、個人情報の守秘義務やプライバシー
の確保を厳密に規定した「特定事務の取り扱いに関する協
定」を結ぶ。
・受託先のは、田村郡内を網羅する、農産業経済の中心組
織であり、役場よりも早期に広域化と経営組織の再編を成
功させた実績と能力があり、将来にわたり、今回の提案内
容に充分対応できる事が、確実である。

役場出張所機能の包括的事務委託

効果　：　役場は機構改革がさらに進み、より効率的な事務執行と経費の節
減が可能となる。また地域住民にとっては、諸手続のワンストップ化が可能
となり、利便性が向上するだけでなく、地域づくりの中心としての幅広い活
動に対する柔軟な対応が期待できる。

・住民サービスの低下を招かない町村合併や広域連携の推進のためには、地域
行政に代わる信頼の置ける組織がどうしても必要である。
・現行法規によると、郵便局では、本人が直接出向いた場合の住民票と戸籍の
発行取次ぎ事務など８つ（別様資料提案のポイント参照）事務しか委託ができ
ず、特に地域住民の生活に関わりの深い児童手当や生活保護申請、老人医療費
請求や介護認定申請ほか各種補助申請など保健福祉関係諸手続事務も含めた包
括的な外部委託のためには、全国的にもすでに合併や広域化にいち早く取り組
み、地域住民からも信頼と実績のある農業協同組合組織に、事務を包括的に委
託できる制度がどうしても必要である。

福島県 福島県船
引町

役場出張所事務の包
括的外部委託による
地域再生構想

・提案の概要
①現在の出張所区域の町が条例で定めた資

格要件を満たすものとの間で、「船引町役場
の特定事務の取扱に関する協定」を締結し、
現在の「地方公共団体の特定の郵便官署にお
ける取扱いに関する法律」では対応が不十分
な、住民票取扱い事務、戸籍取扱い事務以外
の保健福祉関係諸手続事務等も含めて、役場
出張所事務を包括的に町が条例で定めた資格
要件を満たすものに委託する。
　
・効 果 提案により、住民サービスと、
受託者自体についても利用効率がより充実
し、地域自らの柔軟な創意と工夫による地域
づくりの可能性が広がり、地域雇用の創出と
地域の活性化が可能となる。

1377 13772010

電子化された戸籍原簿
（サーバ）のアウト
ソーシングを可能とす
る。

電子自治体化推進において、情報システムの管理は自治体
の大きな負担となっており、そうした中でアウトソーシン
グは大きな流れとなっている。
戸籍システムについてもアウトソーシングを可能とするこ
とにより、いっそう効率的な電子自治体化推進と地元ＩＴ
企業の活性化やそれに伴う雇用を創出する。

当市においては、専用光ファイバーで民間ｉＤＣの市専用環境と市庁舎を直
結し、市の業務に関わるＩＤＣ職員の限定、機密保持契約やＳＬＡによる厳
密な業務管理による業務システムや住基ネットのアウトソーシングを行って
おり、戸籍システムについても同様の条件の下でアウトソーシングを行う。

戸籍法においては戸籍原簿の庁内管理が定められているため、電子化された戸
籍原簿（サーバ）においても庁内で管理する必要があり、電子自治体化推進に
おいて他の業務との連携に欠け、戸籍システム管理に係る市の負担が大きく
なっている。
これをアウトソーシングすることにより、利便性の向上と経費節減が図られ、
地元ＩＴ企業の活性化と雇用拡大につながる。

福島県 福島県喜
多方市

戸籍システムのアウト
ソーシング

地元民間ｉＤＣを活用した戸籍システムのアウト
ソーシングによる電子自治体構築

1518 15181070 埋火葬に係る戸籍事務
準則の緩和

戸籍事務取扱準則制定標準解説第２６条の５で戸籍の受理
については、吏員が直接行うとする解釈を変更する。

　委託警備員による発給の実現により、簡素で効率的な行政運営を展開す
る。

戸籍法に基づく各種の届出の受理決定に当たっては、市町村長は実質的審査権
は有しておらず、形式的審査権のみを有しており、また、届出の種類は、創設
的届出と報告的届出とに分類することができる。戸籍法第８６条の規定による
死亡届の際には、医師法の規定により医師が作成した死亡診断書又は検案書の
添付が義務付けされており、さらに、墓地、埋葬等に関する法律第８条の規定
により、埋火葬の許可証の交付が義務付けされているが、死亡届は、人の死亡
という事実を有資格者による証明書を添付の上、報告するという報告的届出で
ある。死亡届の受理決定は、行政処分であるが、業務の性格上事実行為の確認
に過ぎないことからも、民間委託は可能であると考える。

埼玉県 埼玉県志
木市 地方自治解放特区

地方分権を推進し、危機的な財政状況や少子高
齢社会に対応するため、地方の特性を生かした
効率的かつ効果的な行政運営の実現に向け、地
方の自立や活性化の最大の障害となっている全
国一律に規定されている市町村長制や教育委員
会の必置の廃止など、様々な分野にわたる現行
システムから地方を解放する。

1568 15681030

地籍の明確化につい
て、国土調査法でなく
不動産登記法において
不動産登記法第17条地
図の整備促進の具体的
な位置づけを行う。

地籍の明確化は、不動産登記法第17条地図が登記所に備え
付けられることである。そのための手順が不動産登記法に
ないため、地籍調査事業がある国土調査法に頼っている。
そのため、各種事業成果を受領する不動産登記法に国土調
査法第19条第５項指定等の要件がなく、不動産登記法第17
条地図としなくても事業が完了できてしまうため、不動産
登記法としての改善をしていただきたい。

各種事業（土地改良、土地区画整理等）での確定測量図等の成果品につい
て、不動産登記法に判断を位置づけることで、17条地図としての要件を満た
し、登記所に備え付けることが可能となる。

法務局地図の現況は、国土調査法第19条第５項指定を受けているにもかかわら
ず、不動産登記法第17条地図になっていないものや、指定を受けずに17条地図
になっている等、地図の取扱いが不明確である。掛川市では基準点の全市域整
備により、各種の測量を基準点に基づいて行うことが可能であり、不動産登記
制度として各種の事業成果に、17条地図作製のためのルールを作ることで地籍
の明確化が推進される。

静岡県 掛川市 公共事業連携地籍整
備推進構想

市内に高精度に設置された公共基準点を活用
し、市内各所で実施される公共事業と連携して地
籍調査事業を合わせて実施し、事業における登
記事務の合理化と、地籍の明確化を合わせて進
め、不動産登記法第17条地図としての備え付け
を推進する。また、公共用地管理の推進を合わ
せて進められるよう、地籍調査の権限を拡充す
るとともに、登記所における測量成果の座標値に
よる管理やその公開手法および地図(地図に準
ずる図面)の更新方法と基準点との関係について
技術的、法制度的に整合を図っていただき、さら
に、地籍調査事業の円滑化のため、事務処理及
び事務手続きの簡素・合理化を行い、地籍の明
確化を推進する.
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名
提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称 提案概要

1568 15681040

地籍調査事業区域内の
公共用地で、土地台帳
一元化以前に官有地へ
編入済みの個人名所有
地や法定外公共物など
の処理の簡素化

閉鎖済みの旧土地台帳で官有地への編入が確認ができる場
合には、法的な公共物管理者の公示行為等により、権利移
転を可能としていただきたい。また、譲与済みの法定外公
共物については、土地の表示とともに合併があったものと
して、地籍調査事業において一括処理ができるよう取扱い
を簡略化していただきたい。

公共用地管理のために地籍調査事業を行うメリットができ、用地境界のみで
なく土地としての権原を明確にした管理が可能となる。また、未着手市町村
等に対して、地籍調査事業を実施する動機付けとなる。

地籍調査では、道路・河川等の長狭物内については現地確認不能地として処理
して良いこととなっているが、公共用地管理の観点からは、個人名で残ってい
る土地や法定外公共物の確定ができず、道路の付け替え等による登記処理がで
きないこととなってしまう。このような土地についても、地籍調査事業の中で
処理できれば、実施主体である市町村としてのメリットが生まれ、事業が促進
される。

静岡県 掛川市 公共事業連携地籍整
備推進構想

市内に高精度に設置された公共基準点を活用
し、市内各所で実施される公共事業と連携して地
籍調査事業を合わせて実施し、事業における登
記事務の合理化と、地籍の明確化を合わせて進
め、不動産登記法第17条地図としての備え付け
を推進する。また、公共用地管理の推進を合わ
せて進められるよう、地籍調査の権限を拡充す
るとともに、登記所における測量成果の座標値に
よる管理やその公開手法および地図(地図に準
ずる図面)の更新方法と基準点との関係について
技術的、法制度的に整合を図っていただき、さら
に、地籍調査事業の円滑化のため、事務処理及
び事務手続きの簡素・合理化を行い、地籍の明
確化を推進する.

1568 15681050

法務局において、掛川
市が設置した公共基準
点から測量される各種
座標成果の管理、公開
についての取扱いの明
確化及び設置済みの基
準点を活用することに
よる積極的な地籍整備
促進策の樹立を図る。

掛川市で設置した基準点を活用した測量を促進させるた
め、各種の境界測量ではこの基準点からの測量を優先さ
せ、地積測量図等の作成のための引照点として活用するこ
とで、基準点に基づいた公共座標成果の蓄積を促進させ
る。

基準点から測量された座標データを蓄積することで、具体的な地籍の明確化
が促進される。

掛川市では、全市域への高精度な公共基準点の設置とあわせ、基準点からの土
地境界測量を推進し、そのデータの回収、蓄積に努めており、年間１～２k㎡
の面積のデータが集積されている。このデータを、法務局と共有できるように
なれば、さらに有効な施策として地籍の明確化が図られると思慮するため。

静岡県 掛川市 公共事業連携地籍整
備推進構想

市内に高精度に設置された公共基準点を活用
し、市内各所で実施される公共事業と連携して地
籍調査事業を合わせて実施し、事業における登
記事務の合理化と、地籍の明確化を合わせて進
め、不動産登記法第17条地図としての備え付け
を推進する。また、公共用地管理の推進を合わ
せて進められるよう、地籍調査の権限を拡充す
るとともに、登記所における測量成果の座標値に
よる管理やその公開手法および地図(地図に準
ずる図面)の更新方法と基準点との関係について
技術的、法制度的に整合を図っていただき、さら
に、地籍調査事業の円滑化のため、事務処理及
び事務手続きの簡素・合理化を行い、地籍の明
確化を推進する.

1568 15681060

不動産登記法第17条地
図の世界測地系移行に
伴う地図の四隅座標の
表示を、TKY2JGDでな
く既測量データに基づ
く改ざんにより、新成
果を求めた掛川市の基
準点成果に整合させ
る。

TKY2JGDによる変換方法は全国的な標準変換手法を検討した
もので、高精度な基準点成果を持つ掛川市では、観測デー
タに基づいた再計算(改算)により、全市に設置した基準点
成果の変換量を算出して各種測量成果の整合を確保してお
り、登記所地図との不整合により、今後の基準点の活用に
支障があってはならないため、地図の整合性について見直
していただきたい。

基準点から測量された座標データと地図の位置が正確に一致することで、境
界座標データの管理が有利になり、地籍の明確化がより促進される。

掛川市の公共基準点は、当時、類を見ない規模でGPSにより観測を行い、網平
均計算では問題のある国家基準点成果について、その観測データを用いて国土
地理院により改算された上で行った。世界測地系への移行についても、当時の
観測データを使用して再計算を行っており、全国一律の座標変化と整合せず、
基準点から測量した成果と地図との不整合が生じているため。

静岡県 掛川市 公共事業連携地籍整
備推進構想

市内に高精度に設置された公共基準点を活用
し、市内各所で実施される公共事業と連携して地
籍調査事業を合わせて実施し、事業における登
記事務の合理化と、地籍の明確化を合わせて進
め、不動産登記法第17条地図としての備え付け
を推進する。また、公共用地管理の推進を合わ
せて進められるよう、地籍調査の権限を拡充す
るとともに、登記所における測量成果の座標値に
よる管理やその公開手法および地図(地図に準
ずる図面)の更新方法と基準点との関係について
技術的、法制度的に整合を図っていただき、さら
に、地籍調査事業の円滑化のため、事務処理及
び事務手続きの簡素・合理化を行い、地籍の明
確化を推進する.

1214 12141060 道路等用地寄付時の登
記手続簡素化

道路等用地寄付時の登記手続について、市は、寄付部分に
ついての抵当権抹消と所有権移転登記を嘱託登記の形で行
うものとし、金融機関に対して、抵当権抹消に特段の支障
がない場合は所定期限内に書類等提出を促していく。さら
に統廃合の過程が明白な金融機関については、必要最少限
の書類をもって市または法務局が、嘱託登記または職権で
名義書換や抹消登記を行えるようにする。

道路等用地寄付時の登記手続について、市は、寄付部分についての抵当権抹
消と所有権移転登記を嘱託登記の形で行うものとし、金融機関に対して、抵
当権抹消に特段の支障がない場合は所定期限内に書類等提出を促していく。
さらに統廃合の過程が明白な金融機関については、必要最少限の書類をもっ
て市または法務局が、嘱託登記または職権で名義書換や抹消登記を行えるよ
うにすることで、登記手続きの簡素化と迅速化、コスト低減をはかる。
　市民に切実な生活道路や下水道等の整備をより早く、官民双方の事務コス
トをかけずに実施することを可能とし、大きな経済効果が得る。

狭隘な生活道路が多い草加市では、住宅等の新・改築等に際して後退していた
だき、私有地の寄付を受けて道路、水路等を整備するケースが多い。寄付を受
ける土地に抵当権が設定されている場合、これを抹消するために抵当権者（金
融機関）の協力を得ながら様々な書類を用意し、提出する。折から、金融再編
成のもと金融機関の統廃合が急速に進んでいるが、そのことが、この登記時に
提出を求められる書類等を一層増加させ、また金融機関にその都度の負担を負
わせて、手続きを長期化（２ヵ月～１年）する一因となっている。これを簡素
化し、公道整備等の事業の円滑化をはかるとともに、市及び金融機関双方の事
務とコストを低減し、事業のスピードアップをはかろうとするものである。
　地域の生活道路は、住宅等の新築、建替え等に際して前面道路から後退して
いただき、寄付を受けて公道として整備しているケースが多い。草加市では、
生活道路の整備を必要とする地域が未だに多く、これを円滑に進めて市民の切
実なニーズに迅速に応える必要がある。また、公共下水道整備に際しては私道
部分の寄付を受けて公道とし、枝管を整備して各家庭に供用するケースも多
い。
　その際、多くの時間と労力を要するのが、抵当権の処理である。
　寄付を受ける土地は、それ以外の敷地等と一体化して抵当権が設定されてい
ることが多く、寄付対象の土地とそれ以外の土地を分筆し、寄付対象地から抵
当権を抹消しなければならない。その手順は次のとおりである。
ⅰ　まず、市は寄付申請者の申請に基づいて、添付書類の写し（寄付申請書、
案内図、公図、地積測量図、土地登記簿全部事項証明書）及び抵当権抹消承
諾書のひな形を揃える。
ⅱ　次に、金融機関に対して抹消承諾書への所要事項の記入押印、印鑑証明書
と資格証明書等（統廃合等により金融機関名が変わっている場合は、変遷が
遡って確認できる履歴事項証明書や閉鎖事項証明書等）の提出を依頼する。
　当市指定金融機関を例に取れば、現時点での金融機関が「埼玉りそな銀行」
で、登記上の抵当権者が「埼玉銀行」である場合、あさひ銀行、協和埼玉銀
行、埼玉銀行と遡って履歴を確認できる書類を依頼することとなる。

埼玉県 埼玉県草
加市

頑張る自治体・生産性
向上プロジェクト

草加市は、一般会計、特別会計をあわせて１千
億円余を支出する市内最大のサービス事業所で
ある。この事業所が、いかに生産性を高め、最大
かつ最も効果的なサービスを最少のコストで提
供できるかは、市民の公共福祉の増進はもとよ
り、地域経済にも大きな影響を与える。そこで、
草加市が日々執行している事務・事業に焦点を
当て、そのコストパフォーマンスとサービスの向
上に支障となっている諸規制の緩和をはかる「頑
張る自治体・生産性向上プロジェクト」を提案す
る。草加市では、この取組みを通じて、より一層
の経営改革を進め、厳しい財政事情のもとで市
民・納税者の納得を得られる行政運営とサービ
スを実現しようとするものである。
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ⅲ　金融機関は、これらの書類を整え（多くは法務局から取り寄せ）て市に提
出する。その際、名義上の抵当権者が旧金融機関となっているときは、現金
融機関名に変更になったことの証明書が必要となる。この証明書には、資格
証明書として、現在事項証明書、履歴事項証明書、閉鎖事項証明書あるいは
旧商業登記簿謄本を登記の条件（ⅱの例よう）に合わせなくてはならない。
ⅳ　市は、寄付部分についての抵当権抹消と所有権移転登記を嘱託登記の形で
行う。嘱託登記では、登録免許税はかからないこととなる。
　抵当権を含め、不動産に関する諸権利の得喪変更については、事実関係を確
認できる書類等が必要なことは言うまでもない。しかし、金融機関の再編成過
程は、誰にも明らかな周知のことである。公的な業務として遂行する抹消手続
きに際して、その都度、これを遡って一つ一つ証明する書類が必要とは思えな
い。まして、資格証明や履歴事項証明は法務局が所管するものであり、各法務
局のデータが電子化、ネットワーク化されていることからすれば、内部で簡単
に確認できるものであろう。これらを省略できるだけでも、市、金融機関双方
の事務負担が大幅に軽減できる。
　また、軽減措置が加えられているとは言え、金融機関が統廃合等のたびごと
に登記をしなくてはならないとすれば、名義の書換と登録免許税負担が発生す
ることとなる。また、嘱託登記の条件に合うように資格証明書をすべて揃える
ことは、金融機関が積極的に協力しにくい要因となり、手続きの長期化につな
がっている。金融機関に対して、抵当権抹消に特段の支障がない場合は所定期
限内に書類等提出を促していく。さらに統廃合の過程が明白な金融機関につい
ては、必要最少限の書類をもって市または法務局が、嘱託登記または職権で名
義書換や抹消登記を行えるようにすることができれば、さらに簡素化と迅速
化、コスト低減がはかれる。
　市民に切実な生活道路や下水道等の整備をより早く、官民双方の事務コスト
をかけずに実施することが可能となり、大きな経済効果が得られると考えられ
ることから、その実現を提案するものである。

1126 11261010 保留地の権利保全制度
の改善

区画整理法の一部改定し、保留地の権利保全制度の改善を
行う。
区画整理保留地に限り、法務局に保留地原簿を備付け、登
記簿に準ずる扱いとし、保留地の権利変動等の管理を法務
局が行う。（区画整理法の中に第二登記簿を認める条項を
創設）
通常の謄本と同じように“保留地管理台帳謄本”といった
名称で交付が可能とする。その際、法務局の証印を押す
が、例えば［本区画整理事業が完遂した後、当内容で本登
記できるものである］等の文言を付記するものとする。

区画整理事業概要（当社が業務代行）
　1)事業名：千葉都市計画事業土気東特定土地区画整理事業
　2)施行面積：85ｈａ
　3)保留地：1500区画（249,000㎡）
　4)販売実績：70区画/年（H14年度)
  5)保留地販売開始：H14/11～

　長引く景気低迷、個人消費の落ち込み等により郊外型建売販売も苦戦を強
いられている。現状の70区画/年で推移すると保留地販売が20年を超え、事業
の長期化に直結する。益々保留地の権利保全は先送りとなり、担保能力が著
しく低下する。
　本提案が了承されれば、金融機関の保留地に対する担保評価（現状は実勢
価格の2割評価の銀行もある）も大幅に高まり、消費者が従来並みの融資を金
融機関から受けることができるようになる。その結果、保留地の販売促進に
つながり、事業期間の延長は避けることができる。健全な組合事業期間とし
て解散に導くことが可能となる。

多くの区画整理組合は長引く地価下落を受
け、当初予定の保留地価格では処分できずに事業が長期化している。そのため
保留地の権利保全が遅延となり、金融機関が保留地に対する担保能力を異常に
低く見積もるケースが多発し、結果消費者が充分な融資を受けられずに保留地
を購入できない状況が続いている。地価下落と相まって保留地が権利保全出来
ない問題はより一層区画整理事業を窮地に追い込んでいる。全国の区画整理事
業を蘇生させるために保留地の権利保全制度の改善は必要である。

東京都 東急不動
産（株）

区画整理事業に伴う
「保留地の権利保全制
度の改善」及び「民間
都市開発推進機構に
よる保留地取得」

低迷する区画整理事業を蘇生させるために保留
地売却の促進策を２つ提案する。
　①区画整理保留地に限り、法務局に保留地原
簿を備付け、登記簿に準ずる扱いとし、保留地の
権利変動等の管理を法務局が行う。（区画整理
法の中で第二登記簿を創設する）　通常の謄本
と同じように“保留地管理台帳謄本”といった名称
で交付が可能とする。その際、法務局の証印を
押すが、例えば［本区画整理事業が完遂した後、
当内容で本登記できるものである］等の文言を付
す。
　②『民間都市開発推進機構』の土地取得業務
の中で“取得できる土地の要件”に［三大都市圏
内での区画整理事業による保留地］が対象とな
るよう現行要件を柔軟化する。

1260 12601010 保留地の権利保全制度
の改善

土地区画整理法一部を改訂し、保留地を法務局の管理とし
通常の土地に準ずる扱いとする。施行者が管理している保
留地台帳を登記簿に準ずる（区画整理法の中で第二登記簿
を創設する）扱いとし、法務局に備え付けとする。保留地
の権利変動等の管理を法務局が行い、「保留地管理台帳謄
本」などという名称で法務局の証印を押し交付が可能とす
る。その際、に［本区画整理事業の換地処分の公告と同時
に当該事項のとおり登記する］等の文言を付記する。

対象となる土地区画整理事業
　1)公共団体施行：南部第二工区・小中台
・検見川稲毛
　2)組 合 施 行 ：南部蘇我・土気東・稲毛北
　
　組合施行による土地区画整理事業は、近年の景気低迷による土地下落や土
地取引の停滞により、保留地の処分(販売)が進まず事業運営に支障をきたし
ている。保留地処分の遅延は事業の長期化に直結することとなり、保留地の
登記はさらに先送りされ担保能力は著しく低下する。本提案により金融機関
の保留地に対する評価が高まり、通常の融資を受けることが可能となれば保
留地処分(販売)促進に繋がる。事業の長期化も避けられ事業期間内に組合を
解散へ導くことも可能となり、事業本来の目的である良好な市街地整備を早
期に完遂できる。

　住宅供給型の組合施行による土地区画整理事業は、事業費の大部分を保留地
処分金に依存している事業であることから、近年の景気低迷による地価下落や
土地取引の停滞により、保留地処分が進まず事業運営に支障をきたしている。
組合は事業費の削減・保留地処分の工夫・再減歩などの自助努力を行なってい
るものの、唯一の収入源である保留地処分(販売)は依然として停滞している。
一般の購買客が保留地を購入しようとする場合、登記ができない土地であるこ
とから金融機関からの融資額が非常に低い（または受けられない）事態が発生
し、保留地処分(販売)の障害の一因となっている。これを解消し保留地処分
(販売)の促進を図りたい。この方策として土地区画整理法の一部を改定し、保
留地（予定地）を法務局の管理とすることで、通常の土地に準ずる扱いになり
担保価値を高めることとなる。これにより保留地処分(販売)が滞ることなく進
み、しいては良好な市街地の形成へと繋がる。

千葉県 千葉市 保留地の権利保全制
度の改善

　保留地を取得しようとする場合、登記ができな
い土地であることから、金融機関からの融資額
が非常に低い事態が発生し、保留地販売の障害
となっている。担保価値を高めるため土地区画整
理法の一部を改訂し、保留地を法務局の管理と
し通常の土地に準ずる扱いとする。施行者が管
理している保留地台帳を登記簿に準ずる（区画
整理法の中で第二登記簿を創設する）扱いとし、
法務局に備え付けとする。保留地の権利変動等
の管理を法務局が行い、「保留地管理台帳謄
本」などという名称で法務局の証印を押し交付が
可能とする。その際、に［本区画整理事業の換地
処分の公告と同時に当該事項のとおり登記す
る］等の文言を付記する。

1371 13712010

施行済み土地区画整理
地区内における、土地
区画整理士の地域マ
ネージャー制度の導入

過去に、旧区画整理法において実施された区画整理事業
は、技術的にも発展途上であったため、精度において誤差
が大きいことや、その後の境界杭の明確でなかったり保存
さていなかったことから、現在の土地取引や境界査定にお
いて不便をきたす場合がある。その際、スムーズに問題を
解決すためには、一般住民が区画整理事業の正確をよく理
解している専門的アドバイザーを活用できる制度が必要で
ある。
通常、土地区画整理事業の換地処分が完了すると、その後
土地に関する相談や手続きには、土地家屋調査士や司法書
士が係ることになり、紛争となると裁判所、ということに
なります。ここで、区画整理地区内においては事業終了後
も、区画整理事業の手法・性格を熟知した土地区画整理士
のアドバイスを受けれる制度を確立する。

施行済み土地区画整理事業地区においては、土地家屋調査士や司法書士と同
じように土地区画整理士が直接住民の相談を受けることを可能とする。

旧土地区画整理法時代、長さの単位が「間、尺、寸」で表示された図面と現地
の境界調整を行なうために、都市再生土地区画整理事業の提案を行ったが認め
られなかったため、今回、土地区画整理の専門知識を有する土地区画整理士を
一般住民が活用できる制度を確立することにより、民民間の境界問題を調停す
ることができる。

福島県 福島県喜
多方市

施行済み土地区画整
理地区内における、土
地区画整理士の地域
マネージャー制度の導
入

通常、土地区画整理事業の換地処分が完了す
ると、その後土地に関する相談や手続きには、土
地家屋調査士や司法書士が係ることになり、紛
争となると裁判所、ということになります。ここで、
区画整理地区内においては事業終了後も、区画
整理事業の手法・性格を熟知した土地区画整理
士のアドバイスを受けれる制度を確立。
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1362 13621020
未公開株式市場に株式
を登録する会社の
監査の特例

未公開株式企業は、そのほとんどが小会社、中会社であ
り、会計監査人の監査を必要とされていない。しかし、市
場において株式を売買する場合には、投資家に対する適切
な会計情報の提供がなされなければならない。そこで会計
監査として、税理士がその財務諸表の信頼性を証明するこ
とができることとする。

小会社、中会社は公認会計士による会計監査人の監査を受けることを義務づ
けられてはいないが、市場において株式を売買することになれば、投資家に
正確な会計情報を提供しなければならない。そこで、税理士が小会社、中会
社の会計監査人となり、財務諸表の信頼性を証明することができるようにす
る。

現行の法律において、監査は公認会計士にのみ与えられた権利である。しか
し、未公開株式市場を開設し、そこで株式を流通させるとなると、投資家に正
確な会計情報を提供するために監査を必要とする株式会社が増加することにな
る。
　すると現行のままでは、小会社、中会社の経済性の問題や、公認会計士が不
足している等の問題に直面してしまい実現が困難になる可能性が高い。そこ
で、現行の規制を緩和し、小会社、中会社の会計に精通した税理士が会計監査
人となり、財務諸表の信頼性を証明することができるようにしたい。今現在、
すでに「会計参与」として税理士が証明できるようになる制度を制定しようと
する動きがある。

神奈川県

日本起業
家協会　理
事長　山田
長満

ファーザーズ・マザー
ズ・ジャパン
（未公開株式売買市
場）開設構想

　証券業、有価証券市場の登録・免許を緩和し、
だれでも一定の要件を満たせば未公開株式市場
を開設することができることを目指す。
　日本経済の活性化には、新規産業の創出とと
もに、株式未公開企業の直接金融による資金調
達の拡充・拡大を図ることが重要である。また、
会計情報の信頼性確保のため、税理士が会計
監査人として証明を担うことを義務づければ、多
くの中小企業またはベンチャー企業は少ない負
担で資金調達が容易となると考える。さらに将来
的に各都道府県、市町村ごとに市場開設を目指
し、地域経済の活性化に寄与する。

1275 12751010 刑務所の運営業務の民
間委託

刑務所において，施設の警備や被収容者の処遇も含めた大
幅な業務の民間委託が可能となるよう，監獄法の特例を設
ける。

官民協働による運営や地域との共生を図ることにより，「国民に理解され，
支えられる刑務所」を整備するとの基本方針の下，山口県美祢市にＰＦＩ手
法を活用して刑務所を整備する検討が行われている。
この刑務所において，従来から行われてきた定型的業務の民間委託に加え
て，施設の警備，被収容者の処遇も含めた大幅な業務の民間委託を実施する
ことにより，過疎地域における新たな雇用機会を増大し，地域経済の活性化
につながることが可能となるものと考える。

現行の監獄法では，民間委託を可能とする根拠規定が設けられていないことか
ら，刑務所では，自動車運転や清掃など定型的な業務を除き，施設の警備や被
収容者の処遇にかかわる業務を民間に委託することはできない。もっとも，こ
のような公権力の行使にかかわる業務を民間委託するに当たっては，民間事業
者の守秘義務，みなし公務員規定，資格要件など，業務の適正な実施を確保す
るための措置も必要と考えられることから，そのような担保措置を講じつつ，
民間委託を可能とする特例を設ける必要がある。

山口県
山口県、山
口県美祢
市

美祢社会復帰促進セ
ンターＰＦＩ特区

　法務省において，山口県美祢市にＰＦＩ手法によ
り整備が検討されている刑務所において、刑務
所施設の警備や受刑者の処遇など公権力の行
使にかかわる業務の民間委託を可能とするため
の監獄法の規制緩和を行うことにより，官製市場
の開放が図られ、美祢市やその周辺地域におけ
る新たな雇用の機会の増大につながるとともに
地域の活性化が図られる。
　また、刑務所内に開設される診療所の管理を、
公的医療機関が受託し、一般住民に対してその
診療所設備の利用を可能とするための医療法及
び監獄法の規制緩和を行うことにより、婦人科診
療施設の存在しない同地域において、住民に対
する医療サービスの拡充を図ることができる。

1275 12751020 刑務所内の診療所等の
管理委託

刑務所の中に設けられた診療所等の管理を公的医療機関に
委託するとともに，併せて当該医療機関が地域住民に対す
る医療を提供するため，診療所の設備等を利用できるよ
う，監獄法及び医療法の規制の特例を設ける。

　官民協働による運営や地域との共生を図ることにより，「国民に理解さ
れ，支えられる刑務所」を整備するとの基本方針の下，山口県美祢市にＰＦ
Ｉ手法を活用して刑務所を整備する検討が行われている。
　刑務所には，被収容者に対する医療を提供するための診療所等が設けられ
るなど，医療設備は整っているところ，新たな医療機関の設置が困難な立地
条件にある地域において，公的医療機関が当該地域内に所在する刑務所内の
診療所等の管理を受託し，被収容者に対する医療を提供するとともに，併せ
て診療所の設備等を利用して，施設の周辺地域の住民に対する医療を提供す
ることにより，地域の医療体制の充実を図ることができる。

現行の医療法では，診療所等の開設者がその管理を包括的に委託することは制
限されていることから，公的医療機関が刑務所内の診療所等の管理を受託する
ための特例を設ける必要がある。
　また，現行の監獄法による刑務所の担う機能は，被収容者の収容と処遇であ
るため，監獄内に設けられた診療所等を被収容者以外の者に医療を提供するた
め利用することは想定されていないことから，公的医療機関がこのような目的
のため診療所の施設，設備等を利用することを可能にするための特例を設ける
必要がある。

山口県
山口県、山
口県美祢
市

美祢社会復帰促進セ
ンターＰＦＩ特区

　法務省において，山口県美祢市にＰＦＩ手法によ
り整備が検討されている刑務所において、刑務
所施設の警備や受刑者の処遇など公権力の行
使にかかわる業務の民間委託を可能とするため
の監獄法の規制緩和を行うことにより，官製市場
の開放が図られ、美祢市やその周辺地域におけ
る新たな雇用の機会の増大につながるとともに
地域の活性化が図られる。
　また、刑務所内に開設される診療所の管理を、
公的医療機関が受託し、一般住民に対してその
診療所設備の利用を可能とするための医療法及
び監獄法の規制緩和を行うことにより、婦人科診
療施設の存在しない同地域において、住民に対
する医療サービスの拡充を図ることができる。

1570 15701010

尊厳死特区構想は、一
定の条件をクリアした
場合について、本人の
意志に反して延命治療
を行わず、尊厳死を認
めることを手続的に明
確化することである。

尊厳死を選ぶことが、医師にとって、ひとつ間違えば犯罪
になる恐れがあることと、実態として尊厳死が行われてい
ることを考慮し、尊厳死が国民的同意が得られるよう、尊
厳死の条件及び手続等を明確化すること及び刑法の諸規定
の適用除外を求める。

市内の病院にあっては、明確化された尊厳死の手続により、尊厳死が行われ
るようにする。

この尊厳死特区構想は、一定の条件をクリアした場合について、本人の意志に
反して延命治療を行わず、尊厳死を認めることを手続的に明確化することであ
る。掛川市においては、昭和５２年から生涯学習人生を市政の根幹テーマと
し、その究極の目的を一世紀一週間人生の実現としてきた。その意味は、健康
で一世紀長生きし、寝込んだら家族の負担や社会的コストをかけずに、一週間
でサヨナラすることを理想とし、この実現への努力（よき生活習慣）が生涯学
習行動そのものと考え、帰結のあり方として提案するものである。期待される
効果は、①死と真剣に向き合うこと（死を明らめる）、②本人の尊厳と苦痛の
除去、③家族の長期介護労働からの解放、④過剰な医療コストの縮減、⑤本人
が使用できない年金の節減、⑥医療福祉施設の拡大・拡充に歯止めをかけるこ
と等である。結果として人間らしさを最期まで保持する本人の願いの実現と、
本人の意志に反した終末期の膨大な諸経費や負担を取り除き、生涯学習と地域
経済活性化に寄与する。

静岡県 掛川市 掛川市尊厳死特区構
想

この特区構想は、①満85歳以上であること、②本
人の意思が明白な時に、公証人役場又は弁護
士等の立ち会いのもとで書かれた尊厳死を望む
宣言（表明書）の存在、③家族の同意、④複数の
医師による植物人間化・不治の診断書の４条件
をクリアした場合について、本人の意志に反して
延命治療を行わず、尊厳死を認めることを手続
的に明確化することである。尊厳死の意義・効果
は、①死をよく考えること（死を明らめる）、②本
人の尊厳を守り苦痛を除去すること、③家族の
長期介護労働からの解放、④過剰な医療コスト
を縮減すること、⑤本人が使用できない年金の
節減、⑥医療福祉施設の拡大、拡充に歯止めを
かけること等々が期待される。

1243 12431010 地域振興エンターテイ
メント特区

「構造改革特区では刑法は扱わない」との了解事項の解
除、刑法　第185条　－　187条　を特区内及び海外観光客
には適用しない。刑法　第35条　－　「法令又は正当な業
務による行為は罰しない」この条文を特区内に適用する。

地域活性化の為に遊戯施設（カジノ）とその地域の特徴を発信出来る施設を
行政の管理化で民間の力を生かされる体制で運営する施設をPFI等を利用して
特区内に設置する。

0 その他

Alliance of
Entertainm
ent
Initiative

地域振興エンターテイ
メント特区

観光立国を目指す日本、この事を実現する為
に、構造改革区内に、外国人のみ入場できる遊
戯施設をつくる。設立主体は地方自治体とし、観
光立国と主務官庁の国土交通省と施設の性格を
考慮し警察庁の共同主管とする。運営は行政よ
り認可を受けた民間とする。この場合はPFI等の
民間を活用する手段を活用する。6．
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05 法務省（特区）

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提
案事項管理

番号

規制の特例事項（事項
名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 （再）提案理由 都道府県

名
提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称 提案概要

1026 10261110
カジノ・ハウス特別法
の早期設置(刑法儲博
罪）の規制

カジノは日本では認められていないが、世界の多くの国で
設置されており、国際的には一般的なゲーシング産業とし
て経済波及効果や雇用創出効果が期待できるものである。
現在カジノは儲博罪にあたる為、特別立法の必要性があ
る。

鞍手町内国有林（98林班）の1k㎡内に複合施設として民設民営で運営する。
外国人と入場許可証を持った日本人を対象とし、地元一般人は入場禁止とす
る。
日本城下町イメージの空間作りで観光産業として、社会福祉に特化した町づ
くりの可能性を見出す。

社会的弱者の福祉を充実させる財源は、社会的強者と言われる者の、カジノで
の経済活動における収入の一部を充てる事を義務付ける。
雇用創出や町づくりのシンボルとなり経済効果がある。

福岡県

社会福祉
法人鞍手
会
ケィ・ティ・
エンタープ
ライズ株式
会社
有限会社
かじと
梶栗　俊郎

社会福祉施設に特化
した住みたくなる町づく
り特区構想

◎介護・医療・保育所等の介護福祉施設の財源
は、社会的強者の福祉、カジノの経済活動で賄
い、自立した強い地域を作る◎日本の美、伝統
文化の建築美を意識した観光産業的空間特性を
明確にして、グローバル化社会に対応する◎民
間活力で総事業費550億円のインフラ整備を10
年間で完了し、ハード・ソフト面の達成で、鞍手町
内ピーク時の3万2千人に回復させる◎経済改革
特区債権の発行分に対して、利子補給と元本を
政府が保証する◎介護保険1割自己負担金分を
事業者に割引の裁量権を認める

1476 14761010
港湾にかかわる手続き
の完全電子化のための
規制改革

○港湾にかかわる手続きの完全電子化のため、電子帳簿法
その他の電子データ保存に関する規制を見直し、緩和する
こと。

○輸出入の円滑化を図る観点から、船荷証券及び原産地証
明書などについても、例外なく電子化を進めること。

○神戸港・大阪港はじめ大阪湾の諸港が東アジア地域における競争に勝ち残
り、国際ハブ港湾の地位を回復するため、大阪湾の諸港を一元的かつ民間的
発想で経営することにより、コストの削減、利用者に対するサービス向上を
図る。

○一元的経営事業の効果を高めるため、港湾にかかわる手続きを完全に電子
化する。現状、通関手続きは申請書類が電子化されているが、他法令に基づ
く電子化されていない書類の添付が義務づけられていることから、実質的な
完全電子化は達成されていない。

　関西の活性化には産業再生が不可欠であり、産業インフラとしての物流機能
の高度化は関西にとって重要な課題である。
　現状では、大阪湾内の各港湾の管理が政令市、府県の単位でばらばらに行わ
れているため、投資が重複していることに加え、機能分担が明確でなく、利用
者はそれぞれの港で課税されるなど利便性が損なわれている。また、港湾、空
港、鉄道、道路を通じた総合輸送・物流政策の視点が欠けているため、国際競
争力が低下している。これにより、大阪湾域から国際基幹航路が減少すれば、
物流コストが上昇、スピーディな輸出入業務が阻害され、荷主企業の国際競争
上大きなダメージを受ける。

大阪府、京
都府、兵庫
県

(社)関西経
済連合会、
(社)関西経
済同友会、
関西経営
者協会、
大阪商工
会議所、京
都商工会
議所、神戸
商工会議
所

大阪湾港湾の一元的
経営事業の推進

○神戸港・大阪港はじめ大阪湾の諸港を一元的
かつ民間的発想で経営することにより、コストの
削減、利用者に対するサービス向上を図る。
○各港湾管理当局を統合改組し、地方独立行政
法人「関西港湾機構（仮称）」を設立し、各港湾を
一元的に管理する。コスト削減やリードタイム短
縮に向けて、航空輸送、鉄道輸送、道路輸送と
の連携を強化する。利便性向上について対外的
に情報発信を行うことにより、海外基幹航路の誘
致や瀬戸内海のフィダー機能の回復を図る。
○一元的経営事業の効果を高めるため、港湾に
かかわる手続きを完全に電子化する。
なお、本提案は「関西州（産業再生）特区構想」に
おける12の具体的事業構想の一つである。
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